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本計画で使う用語について 

 本計画で使う用語は、「四国中央市自治基本条例」の定義に基づいています。 

 主な用語については、次の通りです。 

◆市民 

市内に住み、働き、又は学ぶ者及び市内で事業を営み、又は活動するもの

をいいます。 

◆議会 

直接選挙による議員によって組織された市の議事機関をいいます。 

◆市 

市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会

を除きます。)をいいます。 

◆協働 

市民、議会及び市が互いに尊重し、補完し合いながら、同じ目的のために

協力して活動することをいいます。 

◆コミュニティ 

市民が互いに助け合い、地域をよりよくすることを目的として形成された

つながり、組織又は集団のことをいいます。 

（※最も代表的なコミュニティとして、地域コミュニティがあります。） 
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１） 計画の目的 

2004 年（平成 16 年）4 月に新しく誕生した本市は、2005 年（平成 17 年）

に「第一次四国中央市総合計画」、2015 年（平成 27 年）には「四国のまんなか 人

がまんなか ～人を結ぶ心を結ぶ あったか協働都市～」を将来像とした「第二次四

国中央市総合計画」を策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきました。 

さらに 2014 年（平成 26 年）の「まち・ひと・しごと創生法」の施行を受け、

人口減少対策を戦略的に進めるべく、2020 年（令和 2 年）に策定した「第 2 期四

国中央市まち・ひと・しごと創生『人口ビジョン・総合戦略』」に基づき、施策を展

開してきました。 

この間、我が国においては少子高齢化の進行や高度情報化、経済のグローバル化の

進展に加え、脱炭素・持続可能な社会の実現や未曽有の感染拡大をもたらした新型コ

ロナウイルス感染症による影響など、社会経済情勢は千変万化の様相を呈しています。 

本市においても、人口減少問題、医療機関・子育て環境の充実や公共施設の計画的

な更新など様々な課題を抱えていますが、書道パフォーマンス甲子園などに代表され

るような日本一の紙のまちとしての価値の創造、四国のまんなかの地の利を活かした

魅力の創出、何より市民が幸せを実感できる住みやすいまちづくりに取り組んでいく

ことが重要です。 

そこで、令和 4 年度に第二次総合計画が終了となることから、社会情勢の変化や直

面する課題に対し、実施する施策の方向性を明らかにし、まちづくりを戦略的に実施

するための指針として、第三次四国中央市総合計画を策定するものです。 

また、第二次総合計画と同じく令和４年度に終了となる第２期総合戦略は、第二次

総合計画に掲げた施策について、人口減少対策の視点から政策展開の方向性を示した

ものです。 

第三次総合計画の策定においては、人口減少対策を一体的に講じることが重要であ

ると考え、四国中央市まち・ひと・しごと創生総合戦略を包括した一体的な計画とし

ます。 

 

２） 計画の役割 

  市政運営のマスタープラン 
市のまちづくりの方向を先見的・総合的に見定め、今後 10 年間の市政運営の方

向づけを行った計画です。 

 

  協働で取り組むまちづくりの指針 

本計画を市民、議会と共有し、地域が一体となったまちづくりへの取組を推進す

る役割を担う計画です。 

 

１ 計画の目的と役割 

第 1章 第三次総合計画について 
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本計画は、「基本構想」「基本計画」で構成します。 

また、基本計画に掲げる施策を実行するため、「実施計画」を策定し、事業

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の長期的視点からの将来像（目指すべき都市の姿）と、それを達成す

るために必要な施策の大綱を示すものです。 

「基本構想」の計画期間は、令和５年度から令和 14 年度までの 10 年間

とします。 

    

 

 

 

「基本構想」に掲げる将来像を実現するためのもので、前期基本計画（令

和 5～９年度）として、今後 5 年間で取り組むべき主要な施策について、そ

の展開の考え方を示すものです。 

また、令和 10 年度から令和 14 年度の後期基本計画については、今後の

社会経済環境の変化や前期基本計画の施策の進捗状況等を考慮した上で策定

するものとします。 

なお、まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づき策定する本市の地方版

総合戦略を兼ねるものです。 

２ 計画の構成と期間 

基本構想 

基本計画 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

目指すべき都市の姿 

基本構想実現のための 

施策の体系的な枠組み 

主要事業の具体的な実施内容 

本計画での 

掲載範囲 

 

 

 

 

 

＜計画の構成＞ 



  
5 

 

  

 

 

    

 

 

「基本計画」に示された主要事業の具体的な実施内容を明らかにし、毎

年度の予算編成などの運営方針となるものです。 

「基本計画」に掲げられた施策・事業の実効性を担保するため、財政計

画との整合を図りながら、具体的な事業内容・財源・実施時期などを示し

ます。 

計画期間は基本計画期間内とし、各年度の事業の評価･検証を行いながら

見直しを加え、事業の進行管理を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

年度  
R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

R14 

(2032) 

            

基本構想  基  本  構  想 

            

基本計画  
前期基本計画 

（第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

後期基本計画 

（第４期まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

            

実施計画        
 

 
 

 

 

 

 

 

  

実施計画 

＜計画の期間＞ 
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１） 市の姿 

本市の特性としては次の点があげられます。 

 

＜位置特性＞ 

  四国の高速道路（Ｘハイウェイ）の結節点にあり、四国の各県庁所在地まで

概ね 1 時間程度で行ける位置にあります。 

＜地理特性＞ 

  瀬戸内海と四国山地に挟まれた東西に長い地形で、海・市街地・里山・山地

をコンパクトに有した地域となっています。 

＜気候特性＞ 

 気候は瀬戸内海特有の温暖な気候ですが、日本三大局地風の一つといわれる

「やまじ風」や、冬季には山間部で積雪もみられます。 

    ＜災害特性＞ 

 災害については、中央構造線が通っており、南海・東南海地震等への対応は

十分に検討しておく必要があります。 

    ＜歴史・文化特性＞ 

 歴史的には“宇摩”と呼ばれた地域であり、旧石器時代からの歴史を有し、

特に江戸時代からは街道・海道の結節点として人や物資の往来が有り、文化

的蓄積も多くみられます。また、紙産業のルーツも江戸時代にまで遡ります。 

 

 

 

 

 

１ 市の姿と市民の意識 

第２章 まちづくりの課題 

四国中央市 
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＜人口特性＞ 

 人口は減少傾向が続いており、令和２年国勢調査で 82,754 人となっていま

す。また、少子高齢化の状況は本市においても端的に表れており、年齢別人

口構成比では、年少人口は 11.2％、老年人口は 33.9％となっています。 

＜産業特性＞ 

 産業は紙産業が全国屈指の生産機能を有し、本市の基幹産業としての役割を

担っています。その他特徴ある一次産業や市街地を中心にした商業が展開さ

れていますが、個別の産業単独では今後の展開が厳しくなってきています。 

＜市街地特性＞ 

 市街地は伊予三島地域、川之江地域、土居地域に形成されていますが、中心

市街地部の空洞化や、幹線道路に集中する交通問題等を抱えています。 

＜財政特性＞ 

 財政は積極的な財政健全化に取り組んでおり、徐々にその成果が表れていま

すが、今後もさらなる取組が必要です。 

 

 
 

 

94,326 

92,854 

90,187 

87,413 

82,754 

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

96,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）

四国中央市の人口推移（資料：国勢調査）

15.5

14.1

13.2

12.3

11.2

63.3

62.2

60.7

57.5

54.9

21.2

23.7

26.1

30.2

33.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

年齢別人口構成比の推移（資料：国勢調査）

0～14歳 15～64歳 65歳以上年齢構成比：平成 27年及び令和 2年

は年齢不詳人口補完値による 
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２） 市民の意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「自然豊かな」というイメージが非常に高く、次いで「落ち着いた」「あた

たかい」ということが本市の持つイメージとなっています。 

 

 

 

 

 

9.1%

12.8%

10.4%

13.2%

14.0%

13.5%

44.7%

45.2%

9.5%

7.9%

26.0%

21.7%

12.7%

15.9%

10.5%

12.4%

22.1%

20.1%

10.0%

9.4%

4.1%

6.5%

11.4%

12.1%

52.2%

55.6%

52.4%

55.2%

62.7%

58.7%

43.6%

38.8%

64.1%

63.0%

56.9%

55.1%

56.2%

55.3%

60.5%

58.3%

60.9%

58.1%

61.9%

61.6%

48.1%

54.4%

69.5%

65.7%

37.7%

25.7%

35.9%

25.6%

22.1%

20.9%

10.5%

9.9%

24.9%

22.1%

16.2%

16.7%

29.7%

22.1%

27.4%

22.7%

15.4%

15.3%

26.8%

22.1%

46.5%

32.8%

17.2%

15.9%

1.0%

5.9%

1.3%

6.0%

1.3%

6.9%

1.2%

6.0%

1.5%

7.0%

0.9%

6.5%

1.4%

6.7%

1.5%

6.7%

1.7%

6.4%

1.3%

6.9%

1.3%

6.3%

1.9%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発展的な（今回）
（前回）

活気のある（今回）
（前回）

快適な（今回）
（前回）

自然豊かな（今回）
（前回）

潤いのある（今回）
（前回）

落ち着いた（今回）
（前回）

美しい（今回）
（前回）

文化的な（今回）
（前回）

あたたかい（今回）
（前回）

開放的な（今回）
（前回）

先進的な（今回）
（前回）

秩序ある（今回）
（前回）

強く感じる どちらともいえない そうは思わない 無回答

本市のイメージ 

市民アンケート調査より 

 

対象者と抽出数 ： 18 歳以上の市民で、2,000 票抽出 
配布数と回収率 ： 回収数 780、回収率 39.0％ 
調査時期     ： 令和 3 年 9 月 
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○ 「優れた環境のイメージ」が最も強く、次いで「人間性を大切にするイメ

ージ」と「活力のイメージ」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.8%

23.4%

33.1%

35.0%

43.3%

35.7%

12.7%

10.8%

11.3%

17.2%

42.7%

43.2%

7.7%

6.1%

1.4%

1.7%

6.0%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

成長のイメージ（今回）

（前回）

活力のイメージ（今回）

（前回）

優れた環境のイメージ（今回）

（前回）

成熟のイメージ（今回）

（前回）

文化性の高いイメージ（今回）

（前回）

人間性を大切にするイメージ（今回）

（前回）

明るさのイメージ（今回）

（前回）

その他（今回）

（前回）

特にない・わからない（今回）

（前回）

今後高めてほしいイメージ 
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 ○ 「子育ての楽しい都市」が最も多く、次いで「保健・福祉の充実した都市」、

「交通の要となる都市」となっています。前回の調査と比較すると、“子育

て・保健福祉・快適性”での比率が上がっており、日常の生活、福祉分野

への意識の高まりがみられます。 

 

 

 

16.8%

19.8%

34.6%

38.8%

16.0%

12.5%

21.5%

18.3%

13.3%

12.9%

21.4%

21.1%

22.7%

14.4%

47.3%

39.6%

40.8%

34.6%

7.9%

11.1%

9.2%

11.2%

6.4%

9.5%

4.5%

3.8%

2.1%

1.4%

2.6%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

四国内の業務管理機能の一翼を担う都市（今回）

（前回）

交通の要（かなめ）となる都市（今回）

（前回）

創造的な研究・開発機能を発揮する都市（今回）

（前回）

みどり豊かな都市（今回）

（前回）

資源循環型の都市（今回）

（前回）

環境にやさしい潤いのある都市（今回）

（前回）

快適性の優れた都市（今回）

（前回）

子育ての楽しい都市（今回）

（前回）

保健・福祉の充実した都市（今回）

（前回）

芸術文化の香り高い都市（今回）

（前回）

スポーツ交流の盛んな都市（今回）

（前回）

市民活動の活発な都市（今回）

（前回）

グローバルな都市（今回）

（前回）

その他（今回）

（前回）

わからない（今回）

（前回）
前回調査：平成 24 年 12 月実施 

今後目指すべき将来像 
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行政施策の 30 項目について、満足度、重要度をそれぞれの加重平均をもと

に、縦軸に「重要度」、横軸に「満足度」を設定し、散布図上に満足度と重要度

の相関関係を表したものです。 

 

 

 

 

 

 

＜施策 30 項目＞ 

①美しい自然環境の保全と活用 ⑯福祉社会の充実 

②まちの緑や公園の整備 ⑰健康づくりの推進 

③良質な水の安定的な確保 ⑱健やかな子育て・子育ちの応援 

④環境効率性の高い循環型社会の形成 ⑲安心で充実した高齢期の応援 

⑤総合的な地域産業の振興 ⑳ともに生きるまちづくり 

⑥紙産業を核とする産業集積の推進 ㉑人権文化のまちづくり 

⑦自然活用型産業の高度化 ㉒学びのネットワークの構築 

⑧まちに活力を与える地域商業の振興 ㉓一人ひとりの成長を支える学校教育の推進 

⑨地域の魅力を活かす観光・物産の振興 ㉔地域文化の継承と創造 

⑩市ぐるみでのシティ・セールスの展開 ㉕生涯学習・生涯スポーツによる人づくり・まちづくり 

⑪未来につながる都市整備の推進 ㉖市民自治の促進 

⑫円滑な交流基盤の整備 ㉗協働によるまちづくりの推進 

⑬魅力ある定住環境の整備 ㉘健全な行財政運営の推進 

⑭防災・減災対策の強化 ㉙市民サービスの向上と開かれた市役所づくり 

⑮防犯・交通安全の強化 ㉚広域連携の推進 

 

行政施策への評価 

高
い 

 
 

 
 

 
 

重
要
度 

 
 

 
 

 
 

低
い 

低い         満足度          高い 

重要度平均 0.95 

満足度平均 0.00 

【A】重点化・見直し領域 

重要度は高いが、満足度
は低い 

【B】現状維持領域 

重要度、満足度と
もに高い 

 

【D】改善・見直し領域 

重要度、満足度ともに
低い 

 

【C】現状維持 
または見直し領域 

重要度が低く、満足度
が高い 
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【A】 重点化・見直し領域 

施  策 満足度 重要度  

①美しい自然環境の保全と活用 -0.02 0.98 

重要度は高いが、満足度が相対的に
低く、施策の重点化や抜本的な見直

しなども含めて、満足度を高める必
要のある領域 

②まちの緑や公園の整備 -0.07 0.97 

⑧まちに活力を与える地域商業の振興 -0.46 0.96 

⑫円滑な交流基盤の整備 -0.21 1.01 

⑬魅力ある定住環境の整備 -0.33 1.05 

⑰健康づくりの推進 0.00 1.13 

 

 

【B】 現状維持領域 

施  策 満足度 重要度  

③良質な水の安定的な確保 0.74 1.48 

重要度も満足度も高く、現時点での

満足度の水準を維持していくことが
必要な領域 

④環境効率性の高い循環型社会の形成 0.02 1.23 

⑤総合的な地域産業の振興 0.03 1.14 

⑭防災・減災対策の強化 0.09 1.36 

⑮防犯・交通安全の強化 0.10 1.23 

⑯福祉社会の充実 0.04 1.18 

⑱健やかな子育て・子育ちの応援 0.09 1.28 

⑲安心で充実した高齢期の応援 0.02 1.25 

⑳ともに生きるまちづくり 0.01 1.00 

㉓一人ひとりの成長を支える学校教育の推進 0.05 1.04 

㉙市民サービスの向上と開かれた市役所づくり 0.04 0.97 

 

 

【C】 現状維持または見直し領域 

施  策 満足度 重要度  

⑥紙産業を核とする産業集積の推進 0.24 0.92 

重要度は低いものの満足度が高く、

満足度の水準を維持していくか、あ
るいは施策のあり方を含めて見直す
べき必要のある領域 

⑦自然活用型産業の高度化 0.11 0.74 

㉑人権文化のまちづくり 0.16 0.67 

㉒学びのネットワークの構築 0.05 0.83 

㉔地域文化の継承と創造 0.13 0.56 

㉕生涯学習・生涯スポーツによる 
人づくり・まちづくり 

0.10 0.64 

㉖市民自治の促進 0.05 0.52 

㉗協働によるまちづくりの推進 0.01 0.50 

㉚広域連携の推進 0.02 0.60 

 

 

【D】 改善・見直し領域 

施  策 満足度 重要度  

⑨地域の魅力を活かす観光・物産の振興 -0.34 0.77 重要性も満足度も低く、施策の目的
やニーズを再確認するとともに、施

策のあり方や進め方そのものを、改
めて見直す必要のある領域 

⑩市ぐるみでのシティ・セールスの展開 -0.34 0.85 

⑪未来につながる都市整備の推進 -0.30 0.87 

㉘健全な行財政運営の推進 -0.14 0.90 

【加重平均の算出方法】 

回答毎に右表の点数を乗じた合計を、 

無回答を除く回答数で除した値。 

●各回答の点数 

満足（重要）····································· 2 点 

やや満足（やや重要） ························ 1 点 

どちらともいえない ··························· 0 点 

やや不満（あまり重要ではない） ········ −1 点 

不満（重要でない） ·························· −2 点 
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市内高校 2 年生 ： 257 名から回答 
調査時期     ： 令和 3 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 市民アンケートとは異なり、発展・先進的な「成長のイメージ」が最多と

なり、大規模商業施設や娯楽施設などの意見が多くありました。 

 

 

 

 

 

 

 ○ 「住みたい」、「どちらかといえば住みたい」は 37.8％、「住みたくない」、

「どちらかといえば住みたくない」が 38.6％と多い結果となりました。 

 

  

46.3%

36.6%

28.4%

23.7%

15.2%

11.7%

11.3%

9.3%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

「成長のイメージ」

「活力のイメージ」

「優れた環境のイメージ」

「人間性を大切にするイメージ」

「明るさのイメージ」

「文化性の高いイメージ」

「成熟のイメージ」

特にない・わからない

その他

住みたい

11.7%

どちらかといえ

ば住みたい

26.1%

どちらかといえ

ば住みたくない

23.0%

住みたくない

15.6%

わからない

22.9%

無回答

0.7%

高校生アンケート調査より 

 

今後高めてほしいイメージ 

将来、四国中央市に居住する意思 
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参加者 ： 市内高校生 14 名 
開催日 ： 令和 3 年 10 月 24 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

・紙産業が有名、紙の生産量日本一 

・子育て支援が充実（おむつ無料） 

・山と海が近く、自然が豊富で綺麗な場所がある 

・具定展望台の夜景や桜が綺麗な場所がある 

 

 

 

 

・特産品カフェ（海カフェ、山カフェなど） 

・紙を活かして紙飛行機大会（ギネス記録に挑戦） 

・何年か暮らすとティッシュペーパー１年分プレゼント 

・美術用の紙を安く提供し、画家を支援し、芸術文化を根付かせる 

・霧の森のように今あるものを商品化、観光地として魅力発信 

・キャンプ場やアスレチックなど、山に目的地を作る（山頂に紙美術館） 

 

 

 

 

・紙産業の悪い部分のイメージ（重労働、空気がよごれている） 

・公共交通の便数が少ない 

・学生、若い人が集まる遊び場が少ない 

・映画館や、大型ショッピングモールがない 

・まちとして発展していない、都会の方がよいと感じる 

・就職先の選択肢は紙産業がメイン、学びたい教育分野がない 

・イベントや特産品など、周知・アピールがされていない 

 

 

 

 

・紙産業を知る、イメージを変える機会の提供 

・小中学校で地域や紙産業について学ぶ、体験する時間を増やす 

・商店街の空き店舗を利用して高校生が勉強できる集まる場所をつくる 

・SNS を活用して、若い世代へ情報を届ける。（制作や宣伝に協力） 

・若者の力を活用して、市の魅力発信、PR する。 

  

高校生ワークショップ 

 

四国中央市の魅力 

魅力を活かしたアイデア 

四国中央市の課題 

課題を解決するアイデア 
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１） 時代の潮流 

時代の潮流としては、次の７つのキーワードがあげられます。 

 

 

 

 

 

 

我が国の総人口は、2020（令和 2）年の国勢調査において、約 1 億 2,615

万人と 2015（平成 27）年に比べて約 95 万人減少しています。合計特殊出

生率は、2019（令和元）年で 1.36 となっており、人口の維持に必要とされ

る 2.07 を下回る状態が続いています。 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、令和 35 年には 1 億人

を下回り、令和42年には高齢者の人口比率は約40％になると推計されており、

今後も人口減少・少子高齢化が一層進行していくことが見込まれています。 

人口減少・少子高齢化の進行は、労働力人口の減少による地域経済の縮小や

社会保障費の増加など、様々な面で深刻な影響を及ぼすことが懸念されていま

す。人口減少対策は国全体の課題であり、移住・定住促進や子育て支援策の充

実など、住みたくなる、住み続けられるまちづくりが求められています。 

 

 

時代の潮流
を示す

キーワード

人口減少・
少子高齢化
の進行

社会経済の
グローバル

化

省資源・環
境循環型社
会への転換

安心・安全
への関心の
高まり

高度情報化
社会の進展

協働による
まちづくりの
推進

SDGｓ（持続
可能な開発
目標）の推

進

２ 時代の潮流と今後の人口の見通し 

人口減少・少子高齢化の進行 
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近年、経済活性化に向けた規制緩和の拡大により、経済のグローバル化が大幅

に進展し、国際的な競争が激化する一方、世界的な相互依存の関係も深まってい

ます。加えて、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行して以降、感染拡大の

抑制を目的とした人やモノの流れの停滞や経済活動の制限などにより、世界経済

は混乱し、日本の経済も大きな危機を経験しています。 

今般の危機によって浮き彫りになった教訓を踏まえ、今後は新たな危機にも柔

軟に対応できる強靭な経済社会の構築に努める必要があり、多種多様に変化する

世界経済情勢に対応していくための取組が求められています。 

 

 

 

資源やエネルギーを大量に消費し、廃棄物を大量に排出する時代は終焉を迎え、

資源・エネルギーを大切に使い、環境負荷の少ない社会経済を目指そうとする動

きが世界的に強まっています。日本では、平成 23 年 3 月の東日本大震災に伴う

原発事故を機に、エネルギー需給のあり方を見直す機運が急速に高まり、各地で

太陽光や風波力、バイオ、水力、地熱といった再生可能エネルギーを取り入れる

チャレンジが加速しており、企業や地域、家庭での取組への期待がますます高ま

っていくと予想されます。 

また、経済産業省が令和2年に策定した循環型経済ビジョン2020においても、

これまで推進してきた 3R（リデュース：廃棄物等の発生抑制、リユース：資源の

再使用、リサイクル：資源の再生利用）から経済活動としての循環経済へ転換し

ていく必要性が示されています。 

 

 

 

自然災害の多い日本において、地震や風水害から人命を守ることや、いかなる

事態が起こっても機能不全に陥らない経済社会システムを担保するためには、平

時からの備えが重要です。そのため、国は国土強靭化に向けた取組を推進してい

ます。 

また、新型コロナウイルス感染症のような、多数の人々の生命・健康に甚大な

被害を及ぼし、社会・経済活動の縮小、停滞を招くおそれがある新たな疫病等へ

の対策を含めた危機管理体制を構築することが重要となっています。 

 

 

 

 ICT（情報通信技術）が社会経済に様々な利便性の向上等をもたらし、その変化

は AI（人工知能）やロボット技術など多様な分野に及び、情報社会を超えて、今

後目指す社会の姿が「Society5.0」とも言われています。 

 既にインターネットの普及で誰もが情報の収集や発信が容易にできる世界とな

っており、数十年前と比較しても社会や経済、人々の生活のスタイルは大きく変

貌しています。 

 そのような中、国では、国・地方行政の IT 化や DX（デジタルトランスフォー

メーション）の推進を目的としてデジタル庁が設置され、今後、行政運営の効率

社会経済のグローバル化 

省資源・環境循環型社会への転換 

安心・安全への関心の高まり 

高度情報化社会の進展 
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化や生活の利便性向上を図る上で、ICT 活用を促進し、より効果的に進めること

が求められます。 

 

 

 

人口減少・少子高齢化や、新型コロナウイルス感染症の影響により、国や自治

体の財政をめぐる環境は依然厳しい状況にありますが、一方で、医療・福祉ニー

ズの拡大、行政手続きのスマート化など、多様化する市民ニーズに対応したまち

づくりが行政に求められます。 

また、地域の課題を解決し、快適で豊かな生活の持続・向上を実現していくた

めには、市民と行政のパートナーシップによる推進が重要であり、市民、企業が

まちづくりに参加できる機会を増やし、官民連携での持続発展できるまちづくり

が求められます。 

 

 

 

SDGｓとは、平成 27 年 9 月の国連サミットで採択された令和 12 年を期限と

する、先進国を含む国際社会全体の開発目標（Sustainable Development Goals）

です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと 169 のターゲットで構成

されており、「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環

境をめぐる広範囲な課題を統合的に解決することを目指す国際社会共通の目標と

なっています。 

日本においても、平成 28 年に取組の指針となる「SDGｓ実施指針」が策定さ

れており、具体的施策をとりまとめた「SDGｓアクションプラン」も策定され、

毎年更新されております。 

平成 29 年に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 改訂版」

においても、地方創生の一層の推進のためには、地方公共団体においても SDGｓ

達成のための積極的な取組が不可欠であるとされています。 

    （参考） 

■17 の国際目標 

 

SDGｓ（持続可能な開発目標）の推進 

 

協働によるまちづくりの推進 
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２） 人口の見通し 

  ① 我が国の人口動向と将来の見通し 

 

我が国の人口は 2008（平成 20）年をピークに、その後は減少が続いており、“人

口減少社会”に突入しています。 

2020（令和 2）年の国勢調査において 1 億 2,615 万人であった我が国の総人

口は、今後、出生数も伸びず、死亡数の増加により長期的な減少過程に入る見込み

となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」の出生

中位・死亡中位推計によると、2053（令和 35）年には 9,924 万人と 1 億人を割

り込み、2060（令和 42）年には 9,284 万人になると推計されています。 

また 65 歳以上の老年人口は 2015（平成 27 年）の 3,387 万人から増加の一

途をたどり、第二次ベビーブーム世代が老年人口に入った後の 2042（令和 24）

年に 3,935 万人でピークを迎えます。 

老年人口割合を見ると、2015（平成 27 年）では 26.6％で 4 人に 1 人を上回

る状態から、2036（令和 18）年に 33.3％で 3 人に 1 人となり、2060（令和

42）年には 38.1％、すなわち 2.6 人に 1 人が老年人口となります。 

また、都道府県別でもすべての都道府県で人口は減少するようになりますが、東

京都の減少率はゆるやかで、東京都と周辺県の総人口が全国の総人口に占める割合

は増大する傾向にあり、地域別、市区町村別にみても人口規模が小さい自治体ほど

人口減少率は高くなる傾向となっています。 

 

 

 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口（平成 29 年推計）） 
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少子高齢化による高齢化率の増加は、産業や地域の活力の衰退、税収への影響など、

様々な課題が顕在化することが推測されることから、子育てや教育環境の充実、高齢

者が暮らしやすい環境づくりを進め、地域資源およびインフラ資産を効率的に活用し、

生活の質的な豊かさや市の魅力を高めていくことが必要となっています。 

 

 

頻発する集中豪雨など激甚化する気象災害に対して、職場や学校、地域での防災活

動を推進し、地域ぐるみでの防災対策の強化が必要となっています。 

人生 100 年時代を迎え、産まれたときから、生涯にわたり豊かに生活できるよう、

子育てや教育、住環境、福祉など様々な分野において、各年代が幸せを実感できる施

策を展開し、住み慣れた場所、地域で住み続けることができるまちをつくる取組も必

要です。 

 

 

平成 16 年の合併以降、紙関連の製造品出荷額等において、16 年連続で全国 1 位

となる本市は、製紙関連企業が中核を担う構造となっており、この産業を中心に、商

業、観光、農林水産業分野とも連携しながら、各産業をバランスよく発展させていく

ことが重要です。また、新たな企業立地ニーズに対してその用地を生み出すことや、

高速道路の結節点である地の利を活かし、物的・人的な交流基盤の創出・構築も課題

の一つです。 

また、本市の魅力ある産業や観光資源を市内外に発信するシティプロモーションを

展開するとともに、移住・定住の促進を図ることも重要な施策となります。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、社会経済活動は大きな打撃を受けまし

たが、本市は、企業の堅調な経済活動により、税収は一定水準を保っております。し

かしながら、今後の人口減少時代を見据え、公共施設マネジメントの推進や民間活力

の導入、事業の見直しなど、健全な行財政運営に、より一層取り組む必要があります。 

また、Society5.0 の実現に向けて、情報通信技術（ICT）や AI、ロボット、ビッグ

データの活用などが急速に進展する中、時代の流れ、社会の変化に積極的に対応し、

地域経済の発展や社会課題の解決に取り組むことが求められます。 

 

持続可能な行財政運営の推進 

産業基盤、地の利を活かした交流促進・地域の魅力の発信 

災害に強く、快適に住み続けられるまちづくり 

人口減少・少子高齢社会への対応 

３ まちづくりの課題 
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基本構想 
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  ■まちづくりの理念 

 

 

 

しあわせな暮らしを実現しようとする市民を支え、応援し、市民一人ひとりのし

あわせ、笑顔があって、はじめてまち全体が活力に満ちて発展していくという考え

のもと、市民が健康で、しあわせを感じられる質感の高いまちづくりを目指します。 

 

 

 

■将来像 

 

 

 

 

 

「四国のまんなか 人がまんなか」のまちとして「まんなか力」を発揮 

四国の中心に位置するまちとして、地の利を活かした交流基盤を発展させるとと

もに、まちづくりを支える市民を大切にし、市民一人ひとりが輝けるよう、市民・

議会・市が協働して、発展的なまちを目指します。 

 

「支え合い 未来へつなぐ 魅力都市」を目指す 

人が支え合い、地域が支え合い、多様な価値観を尊重し、現在のまちの価値を損

なうことなく、新たな地域資源、付加価値を創出しながら、10 年後、さらにその先

の未来へ「しあわせ」を届けるまちづくり、魅力あふれるまちを目指します。 

 

 

  

 

 

第１章 まちづくりの将来像 

１ まちづくりの理念と将来像 

市民一人ひとりのしあわせづくりの応援 

四国のまんなか 人がまんなか 
～支え合い 未来へつなぐ 魅力都市～ 

※この将来像の作成にあたっては、高校生から募った将来像

（キャッチフレーズ）から、本市の未来に対する願い、キ

ーワードを集約しております。 
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◇それぞれの地域の枠を超えて、市民が一体感を持って取り組むまちに 

◇子どもから高齢者まで、お互いが助け合い豊かな心を育むまちに 

◇多様な価値観を尊重し、障がいの有無や性別などに関わらず、すべての人

が生き生きと暮らせるまちに 

◇官民が一体となり、各分野においてより質の高い活動を行えるまちに 

 

◇自然・環境・資源を育て、守り続けるまちに 

◇歴史文化の伝承、産業・観光の発展、次世代に活力を届けるまちに 
◇住環境基盤の整備、利便性の高い住み続けられるまちに 

 

◇移住、定住の場所として選ばれるまちに 

◇「ふるさと」として、住みたい、住み続けたいと思えるまちに 
◇市内外の人が魅力を実感できる個性あふれるまちに 

 

 

 

 

 

「四国中央市自治基本条例」に基づく展開 

本市では自治基本条例を制定し、一人ひとりの市民、一つひとつの企業、地域の

自主・自立の主体がまちづくりの担い手として、役割や責任を自覚しながら協働で

きる体制づくりを進めています。 

「四国のまんなか 人がまんなか～支え合い 未来へつなぐ 魅力都市～」の実

現に向けて、「四国中央市自治基本条例」に基づき、市民・議会・市が一体となって

情報を共有し、互いに協力し合いながらまちづくりに取り組みます。 

 

■四国中央市自治基本条例（平成 19 年施行）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇将来像実現に向けての方針 

【自治基本条例の基本理念】 

「市民が主役の市民自治の確立」 

【自治基本条例のまちづくり目標】 

(1) 互いに尊重しまちづくりに参画できるまち 

(2) まちの文化に誇りを持ち活力あふれるまち 

(3) 互いに助け合い安心して暮らせるまち 

(4) 自然を大切にし環境の保全及び創造に取り組むまち 

(5) 将来のまちづくりを担う人材育成に取り組むまち 

●支え合い 

●未来へつなぐ 

●魅力都市 
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本市においては、2020（令和 2）年の国勢調査人口は 82,754 人、2015（平

成 27）年と比較すると 4,659 人の減（△5.3％）であり、今後も大幅な自然減に

よる人口減少が進むことが想定されています。 

令和 2 年に策定した四国中央市人口ビジョンでは、国立社会保障・人口問題研究

所の推計を基本としながら、目指すべき方向性と人口の将来展望を考察した結果、

人口ビジョンの目標年次である 2060（令和 42）年の人口 65,000 人に設定して

います。 

そのため、第三次総合計画においても、人口ビジョンに掲げる目標人口を実現で

きるよう、本計画の最終年である 2032（令和 14）年の目標人口を 76,500 人に

設定し、人口減少対策に取り組みます。 

 

 2032（令和 14）年 2060（令和 42）年 

目標人口 76,500 人 65,000 人 

国立社会保障・人口問題 
研究所推計 

75,072 人 51,261 人 

 

＜参考＞ 目標（将来推計）人口の内訳（年齢３区分別） 

 2030（令和12）年 2032（令和14）年 2035（令和17）年 

目標（将来推計）人口 77,391 人 76,500 人 74,749 人 

年少人口（14 歳以下） 8,831 人 9,000 人 9,104 人 

生産年齢人口（15～64歳） 40,856 人 40,000 人 38,597 人 

老年人口（65 歳以上） 27,704 人 27,500 人 27,048 人 

 

 

87,413 

82,754 
80,239 

77,391 

74,749 
73,076 

70,593 
68,327 

66,354 
64,503 

87,413 
84,227 

80,619 

76,697 

72,636 

68,315 

63,898 

59,603 

55,405 
51,261 

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

2015 

（H27）

2020 

（R2）

2025 

（R7）

2030 

（R12）

2035 

（R17）

2040 

（R22）

2045 

（R27）

2050 

（R32）

2055 

（R37）

2060 

（R42）

将来人口の見通し

四国中央市人口ビジョン 国立社会保障・人口問題研究所推計準拠

２ 将来人口の目標 

計画目標年 令和 14 年 
76,500 人 
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本市では、恵まれた自然的・歴史的環境など地域の特性を尊重しながら、市域の

均衡ある発展を図るため、総合的かつ計画的な土地利用を推進しています。 

地域の特性を生かしたゾーン設定と、各ゾーンの整備方針は次の通りです。 

 

（1）産業物流ゾーン 

重要港湾である三島川之江港を中心として大規模工場等が集積している臨海部、

工業団地化された土居の平野部などにある工場・倉庫群を産業物流ゾーンと位置づ

け、高速道路インターチェンジとのアクセスの利便性を活かし、様々な産業の誘致

や育成を図り、市街地等とも連携しながら、産業構造の多様化・高度化への対応を

進めます。 

また、新たな工業用地の確保と合わせ、国際貿易港と四国の高速道路網の結節点

を有する本市の立地条件を十分に生かし、物流機能を高め活性化を図ります。 

 

（2）市街地ゾーン 

三島川之江インターチェンジから三島川之江港を結ぶ地域を、「都心部拠点」とし

て、流通・商業・文化などの施設誘致を進め、しこちゅ～ホールを中核施設として、

人々の交流を図り、賑わいを創出します。 

また、JR 各駅を中心とした市街地地域については、商業・文化・福祉・居住・公

園がコンパクトにまとまった利便性の高い住環境と交流の場を整備していきます。 

 

（3）自然海浜（水辺）ゾーン 

本市は、磯浦海岸・藤原海岸に代表される美しい浜辺などの豊かな自然を有して

おり、海産物を活用した水産業の育成と合わせて、海岸の南側に広がる平野部での

広い耕地を利用した高度な農業生産体系との連携を図ります。 

金生川や関川などの河川は、親水環境の整備を進め、自然環境の保全を図りなが

ら、レクリエーション活動や交流活動が快適に行えるよう整備します。 

 

（4）山間交流ゾーン 

本市面積の約 7 割を占める山間部は、生活用水や工業用水の重要な水源地であり、

キャンプやフィッシングなどレジャー、アウトドアスポーツの場として多くの方に

親しまれています。また、豊かな緑の環境を生かした観光施設「霧の森」や「霧の

高原」などの林間レジャー、アウトドア活動の拠点が点在しています。 

今後も、豊かな自然の保全を図るとともに、市民や市外から訪れる人々の憩いと

やすらぎ、交流の場として観光資源の整備を行います。 

 

 

  

３ 土地利用の方向 
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第二次総合計画より引用 

今後、修正予定 
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四国のまんなか 人がまんなか 

～支え合い 未来へつなぐ 魅力都市～ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「四国のまんなか」「人がまんなか」のまちとして 

第一次総合計画ならびに第二次総合計画と継続してきました、「四国のまんなか」

のまちとして、「人がまんなか」のまちとして何をするのか、という枠組みに沿って、

施策の柱を構成します。 

また、目指す将来像や施策の柱に基づき、本市の課題である「人口減少・少子高

齢社会への対応」についても、重点的に取り組みます。 

 

 

■目指す将来像 

 

 

 

 

 

■施策の柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１

４

３

２ 

施策の柱 

「四国のまんなか」のまちとして 「人がまんなか」のまちとして 

 
第２章 施策の大綱 
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「四国のまんなか 人がまんなか ～支え合い 未来へつなぐ 魅力都市～」を

実現するための施策は、協働により次の通り進めます。 

 

 

（1）環境資源を未来へ残すまちづくり 

＜自然、環境、資源・エネルギー＞ 

豊かな自然を未来の子どもたちへ引き継いでいくため、市民一人ひとりが自然と共

生していく環境づくりに取り組みます。 

水をはじめとする資源・エネルギーにより紙のまちとして成長してきた本市にとっ

ては、地球温暖化などの地球規模での問題についても、真摯に向き合い、取り組んで

いく必要があります。循環型社会の構築に向けて、廃棄物の削減や資源の再利用への

取組を促進するとともに、脱炭素への企業努力を後押しするなど、事業所、地域、市

民が一体となり、環境負荷の少ないまちづくりを目指します。 

 

 

（2）活力と魅力を創るまちづくり 

＜産業政策＞ 

地域産業のさらなる発展に向け、「日本一の紙のまち」である紙産業のブランド力

をより一層高めていくとともに、農林水産業の第 6 次産業化や新規創業の促進、企業

誘致、産業人材の育成などに取り組みます。 

また、四国のまんなかのまちとして活力あるまちとするため、産業や文化に人が集

う、自然や観光に人が集う取組を一層進めるとともに、市内外へまちの魅力を発信し、

産業の発展や観光の振興を図ります。 

 

 

（3）にぎわいと定住を支えるまちづくり 

＜土地利用・都市基盤、安全＞ 

住みよい環境で快適に暮らすことができるよう、生活に欠かせないライフラインの

適切な維持に努めるとともに、地域の防災力の向上や交通安全・防犯対策の充実を図

ります。 

また、産業集積地である臨海部からの物流をはじめとする市内の道路整備について

は、混雑の解消を図るとともに、市民の移動手段である公共交通の利便性を向上させ

るなど、円滑な交通網の整備に取り組みます。 

活力とにぎわいを創出し、利便性を高めることにより、若い人々が「ここで暮らし

たい」と思える魅力的なまちの基盤づくりを進めます。 

  

「四国のまんなか」のまちとして-「まんなか力」を発揮して、まちを輝かす- 

 

２

４

３

２ 

施策の大綱 
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（４）生涯安心して暮らせるまちづくり 

＜健康、福祉＞ 

年齢や障がいの有無に関わらず、住み慣れた地域で、自分らしく、安心と生きがい

を感じて暮らしていけるよう、ライフステージに応じた適切な保健・医療・福祉・介

護等の充実を図るとともに、地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制を構築

し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指します。 

また、安心して妊娠から出産、子育てができる応援体制を整え、子どもを産み育て

ることの喜びや楽しさを実感できるまちづくりに取り組みます。 

 

 

（５）未来を拓く人を育むまちづくり 

＜教育、文化＞ 

自ら未来を切り拓いていく次世代の担い手の育成に向けて、子どもたちが豊かな人

間性と生きる力を育むことができるよう、学校・家庭・地域が連携、協働して市全体

で子どもたちを見守り、一人ひとりを大切にする教育環境、内容の充実に取り組みま

す。 

また、人生 100 年時代をより豊かに生きることができるよう、学びのための環境

整備を充実させ、日々の生活に満足できる質感の高い地域社会を目指します。 

歴史文化の伝承や芸術文化活動の充実を進めるとともに、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の推進に努め、心身ともに幸せを感じる環境づくりに取り組みます。 

 

 

（６）ともに築く持続可能なまちづくり 

＜協働、行財政＞ 

市民の暮らしを巡る課題が多様化・複雑化する中、市民と議会、行政が補完し合い、

課題解決に向けて協力していく市民協働によるまちづくりを推進するとともに、市民

が主体的に活動する地域コミュニティの育成に取り組みます。 

また、市民に親しまれる市役所を目指し、ICT の導入などデジタル技術を活用した

業務改革を行い、市民サービスの向上を図るなど、効率的・効果的な行政運営に取り

組みます。 

シティプロモーション等による U ターン促進など、人口減少・少子化対策にも積

極的に取り組むとともに、長期的な視点で公共施設の適正な管理・活用を図るなど、

合理的で健全な財政運営を推進し、時代のニーズに答えられる持続可能なまちを目指

します。 

 

「人がまんなか」のまちとして-「一人ひとり」を大切に、人を輝かす- 
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基本計画 
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基本方針１ 環境資源を未来へ残すまちづくり 

施策１  自然環境とまちの緑の保全 

施策２  良質な水の安定的な確保 

施策３  快適な生活環境の実現 

施策４  脱炭素と循環型社会の形成 

基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 

施策５  産業集積による経済の成長 

施策６  雇用環境と人材育成の充実 

施策７  農林水産業の持続的な発展 

施策８  魅力とにぎわいのある商業の振興 

施策９  地域の魅力を活かす観光・物産の振興 

基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 

施策１０  未来につながる都市整備の推進 

施策１１  円滑な交流基盤の整備と交通環境の充実 

施策１２  安全で快適な定住環境の整備 

施策１３  防災・減災対策の強化 

施策１４  生活安全対策の推進 

基本方針４ 生涯安心して暮らせるまちづくり 

施策１５  地域共生社会の実現 

施策１６  健康づくりの推進と医療の充実 

施策１７  温かな子育て支援、健やかな子育ちの応援 

施策１８  安心で充実した高齢期の応援 

施策１９  ともに生きるまちづくり 

基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

施策２０  人権文化の醸成 

施策２１  未来を拓く子どもたちを育成する学校教育の推進 

施策２２  安全・安心に学べる学校づくり 

施策２３  地域文化の継承と創造 

施策２４  生涯学習による人づくり・まちづくり 

施策２５  スポーツの推進 

基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

施策２６  市民自治の促進 

施策２７  協働によるまちづくりの推進 

施策２８  健全な行財政運営の推進 

施策２９  ＩＣＴの利活用と親しまれる市役所づくり 

施策３０  シティプロモーション戦略の推進 

施策３１  人口減少・少子化対策の推進 

施策の体系 
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施策１  自然環境とまちの緑の保全 

施策２  良質な水の安定的な確保 

施策３  快適な生活環境の実現 

施策４  脱炭素と循環型社会の形成 

 

 

 

基本方針１ 環境資源を未来へ残すまちづくり 
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基本方針１ 環境資源を未来へ残すまちづくり 

 

 

 

まちの緑が市民の生活に潤いを与え、自然の豊かさや多様性が将来に向けて持続し、さらに磨

かれていくことで、人が集まり、緑とともに暮らせるまちを目指します。 

 

 

 

緑は、地球温暖化対策や良好な景観形成など、多様な機能を有しています。本市は、四国山地か

ら瀬戸内海に至るまで、自然にあふれ、豊かな水と緑に恵まれており、わたしたちには、本市の美しく

おだやかな里山や海の景観を、次の世代に引き継いでいく責任があります。 

恵まれた自然環境の保全や有効利用、地球温暖化対策についての事業の充実、生物の多様性を

守り育むことなどが課題となっています。 

子どもたちが自然と親しみ、環境について知るための学習を通じて、自然環境の保全に向けた意

識を育てていくことが重要です。 

人口減少や少子高齢化が進む中であっても、各世代の市民が参加し、互いに協力しながら、未来

に向かって継続的に緑を維持・保全するための仕組みづくりが求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

河川清掃ボランティア団体への支援回数（年間） １６回 １８回 

フラワーバンク登録者数 １５８人 １７０人 

 

 

 

 

  

現況と課題 

成果指標と目標値 

施策１ 自然環境とまちの緑の保全 
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（１）自然を守り、共生するための環境づくり 

① 自然環境の実態調査を進めるとともに、環境保全に関する情報を発信し、自然を守る意識を育

みます。 

② 林道の整備など、自然環境の保全活動に必要な環境整備を進めます。また、環境に配慮した構

造物や材料の使用による公共工事の実施など、自然と共生した社会資本整備を進めます。 

③ 外来動植物対策など、生態系の保全、自然との共生を進めます。 

 

 

（２）自然と親しむ環境や機会の充実 

① 海水浴場やキャンプ場など、利用者が安全に自然と親しむための環境を整備します。 

② スカイランや菜の花まつりなどの観光振興事業を継続し、市民や来訪者が楽しみながら自然と

ふれあう機会の充実を図ります。 

③ ビーチクリーンピクニック、関川・金生川清掃活動など、市民やボランティア団体とともに、環境

美化活動の機会を拡充します。 

 

 

（３）緑あふれるまちづくりの推進 

① 都市緑地法に基づく緑の基本計画を策定し、樹林地、草地、水辺地、公園など生活とともにある

緑の環境を生物多様性の確保などに配慮しながら総合的・計画的に整備します。 

② 都市計画法に基づく開発許可制度の運用において、開発する事業所等の主体的な緑地の保

全管理を指導・支援し、その他の法令に基づく緑地と併せて確保に努めます。 

③ 市民のフラワーバンク利活用の推進や緑化推進団体の育成、事業所による緑化活動を奨励し

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

主な取組 

主な関連計画 ： 環境基本計画、緑の基本計画 
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基本方針１ 環境資源を未来へ残すまちづくり 

 

 

 

先人から受け継がれた豊かな水資源を保全し、安全で安定した水の供給を続けるため、災害に

強く持続可能な水道の事業運営を目指します。 

 

 

 

本市は、瀬戸内式気候で雨が少ないため、昔から水に恵まれていませんが、先人の努力により幾

多の困難を乗り越え、銅山川分水の大事業が実現し、現在では３つのダム（柳瀬ダム、新宮ダム、富

郷ダム）の水が上水道、工業用水、農業用水として市民生活や地場産業を支えています。 

工業用水は、製紙産業に欠かすことのできない産業の血液であり、日量約５９万トンの給水能力

を誇っており、日本一の紙のまちの礎となっています。 

また、上水道は、「市民とともに未来へつなぐ安心・強靭な水道事業」を目標に掲げ、市民に対して

安全で安定した水の供給を行っており、水源の大半は銅山川にある２つのダム（柳瀬ダム、富郷ダム）

で、土居地域は地下水、新宮地域は河川の表流水を水源としています。 

近年は、給水人口の減少による収入の減少や職員の高齢化など持続可能な事業運営への課題

を抱えています。また、命の水である上水道及び工業用水のより安全で安定的な水の供給に向けて、

老朽管路の更新や災害に備えた施設更新などに取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

原水有効利用率※１ ８７．４１％ ９０．００％ 

上水道有収率※２ ８６．８１％ ８８．９０％ 

上水道基幹管路耐震化率※３ ４０．２３％ ４７．２３％ 

※１ 原水有効利用率…取水した水が漏水などのロスなくいかに有効に利用されているかを示す指標 
※２ 上水道有収率…供給した水が漏水などのロスなくいかに有効に利用されているかを示す指標 
※３ 上水道基幹管路耐震化率…基幹管路（導・送・配水本管）のうち耐震管の割合で地震に対する強靭さを示す指

標 

 

  

施策２ 良質な水の安定的な確保 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）水資源の保全 

① 関係機関と連携して、水源の価値や森林の役割などについての啓発や、環境保全に努めます。 

② 原水の水質や上流域の汚濁原因などの水源流域に関する情報について、積極的に市民や関

係機関に情報を提供します。 

 

 

（２）安全で安定した水の供給 

① 水道事業ビジョンや水安全計画、水質検査計画を基に、安全でおいしい水の供給に努めます。 

② 上水道、工業用水、農業用水の効率的な運営と水の確実な確保に努めるとともに、老朽化した

施設の点検や更新整備を推進し、災害に強い施設・管路の維持に努め、安定した水の供給と

防災対策・ライフラインの強化に努めます。 

③ 災害時に迅速な対応ができるよう応急復旧・応急給水に必要な資機材の調達や備蓄に努めま

す。 

④ 水道事業のサービス均衡と良質な水源水質による安全な水の供給のために、上水道と簡易水

道の事業統合を進めます。 

 

 

（３）持続可能な事業運営 

① 配水池、ポンプ設備、管路などの水道施設の耐震化・老朽化対策を推進するとともに、施設の

統廃合を実施し、効率的な維持管理に努めます。 

② 個々の家庭や事業所による節水意識の高揚に努めます。 

③ 良質で安定した水の供給のために、必要な技術を継承・開発する人材の確保に努めます。 

④ 事業コストの縮減や業務の効率化、収益確保による財政基盤強化を図るとともに、長期的な財

政収支の見通しを基に、健全な事業経営に努めます。 

 

 

 

 

 

  

主な取組 

主な関連計画 ： 水道事業ビジョン、水安全計画、水質検査計画、 
工業用水道事業アセットマネジメント計画 
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基本方針１ 環境資源を未来へ残すまちづくり 

 

 

 

生活環境が良好に保たれ、衛生的で美しいまちを目指します。 

 

 

 

良好な⼤気質や静穏な環境は、市⺠が健康で⽂化的な⽣活を確保する上での基本的な条件で

あり、⼤気汚染、騒⾳、振動、悪臭などの影響の少ない、快適な住まい空間の確保と、安⼼できるまち

づくりを実現するよう、努めていく必要があります。 

環境美化意識の向上を図るため、学校や地域、事業所と連携し、環境学習やクリーンデー（市内

一斉清掃）などの環境イベントを充実させる必要があります。 

幹線道路脇などでは、空き缶やタバコの吸殻などのポイ捨てごみが見受けられ、また、依然として

不法投棄も発生していることから、防止対策を進めるとともに、市民への啓発を継続する必要があり

ます。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

環境保全ボランティア団体登録者数 ９１９人 １，０００人 

不法投棄確認件数（年間） ６０件 ３０件 

 

 

 

 

  

施策３ 快適な生活環境の実現 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）環境保全への取組の推進 

① 大気や水、騒音、振動などの環境調査や環境監視パトロールを実施し、異常発生時には速やか

に対応します。また、環境情報の見える化を進めます。 

② 企業による公害防止への取組を促進するとともに､都市・生活型公害の問題への理解を促し､

市民が主体的に環境負荷を抑制できるよう支援します。 

③ 環境保全に関わる団体の育成・支援、効果的な活動の顕彰・紹介など、事業所や地域・学校、

家庭・個人による取組を促進します。 

④ 学校や地域での環境学習やクリーンデー（市内一斉清掃）などの活動を通じて、市民の環境美

化意識の向上を図ります。 

 

 

（２）適切な廃棄物処理の推進 

① 家庭ごみの収集体制の充実を図り、市民の協力を得ながら、速やかな回収、未収集の未然防

止、ごみの適正な種別分別、ごみ集積場の適切な運営を進めます。 

② ごみの無いまちを目指すため、パトロールや市民への啓発活動を実施し、ポイ捨てや不法投棄

の抑止に努めます。 

③ し尿処理施設の老朽化に伴い、施設の統廃合や下水道浄化センター内での汚泥の共同処理

を実施し、効率的で適切なし尿処理を目指します。 

 

 

 

 

 

 

  

主な取組 

主な関連計画 ： 環境基本計画､地球温暖化対策実行計画､一般廃棄物処理基本計画 
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基本方針１ 環境資源を未来へ残すまちづくり 

 

 

 

脱炭素の取り組みやリサイクルなど環境資源の効率的な利用により、将来にわたって持続して

いける環境負荷の少ないまちを目指します。 

 

 

 

近年、地球温暖化により、豪雨災害などの気候危機が、ますます顕在化するとともに、廃棄物の大

量発生など、使い捨て型の経済活動・日常生活が地球環境を犠牲にしており、対策の実行が求めら

れています。 

本市では、製紙業を代表する企業を中心に、四国中央市カーボンニュートラル協議会が令和３（２

０２１）年に設立されました。また、同年には、本市出身の真鍋淑郎博士が、温室効果ガスが地球温

暖化に影響する研究が評価され、ノーベル物理学賞を受賞されるなど、脱炭素に取り組む機運が高

まっています。 

３Ｒ（廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用）によるごみ減量意識の普及・啓発に努めていますが、

依然としてごみの減量には至っていない状況であり、ごみ処理の有料化など、ごみ減量対策の強化・

検討が必要です。 

また、ごみ処理施設については、老朽化や維持管理コストの増大などが重要な課題であり、環境

負荷の低減はもとより、今後の人口減少に対応した施設更新が求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

ごみの総量（年間） 32,996ｔ 32,170ｔ 

温室効果ガス排出量※ 2,378千 t-CO2 1,284千 t-CO2 

※温室効果ガス排出量は、国の削減目標に基づき、現況値を平成２５年度（２０１３年度）とし、目標値を令和１２年度
（２０３０年度）とする。 

 

 

  

施策４ 脱炭素と循環型社会の形成 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）脱炭素社会の実現 

① 新たな環境問題や資源・エネルギー需給の変化に対応するため、環境基本計画や地球温暖化

対策実行計画を策定し、市全体において推進を図ります。 

② 温室効果ガスの排出抑制に向けて、再生可能エネルギーや次世代自動車の導入、省エネルギ

ー・省資源型のライフスタイルと事業活動への転換などを促進します。 

③ 二酸化炭素の吸収源となり、水源かん養や生物多様性の確保など、多面的な機能を有する森

林・農地などの適正管理・保全に努めます。 

④ 脱炭素における最新技術や国の政策動向などの情報を収集するとともに、四国中央市カーボ

ンニュートラル協議会と連携して、紙産業集積地である本市の特性に応じたエネルギーの供給

方法を検討し、市内企業の二酸化炭素の排出量削減を後押しします。 

 

 

（２）循環型社会の形成 

① ３Ｒ（廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用）については、資源ごみの回収やリサイクル活動を

奨励・支援し、また、自然にやさしい製品の購入やプラスチック由来製品の削減など、市民によ

る自発的な取組を促進します。 

② クリーンセンターの適切な維持管理を行い、ごみの焼却やリサイクルによる資源化を推進しま

す。 

③ 近隣市との合同によるごみ処理施設の集約化や、ごみを燃やさず資源化できる方策の検討な

ど、安定的かつ持続的な廃棄物処理体制の構築に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 環境基本計画､地球温暖化対策実行計画､一般廃棄物処理基本計画 
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施策５  産業集積による経済の成長 

施策６  雇用環境と人材育成の充実 

施策７  農林水産業の持続的な発展 

施策８  魅力とにぎわいのある商業の振興 

施策９  地域の魅力を活かす観光・物産の振興 

 

 

 

 

基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 
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基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 

 

 

 

紙産業を核とした産業の集積と中小企業の活躍により、産業都市としての競争力強化を目指し

ます。 

 

 

 

本市は現在、パルプ・紙・紙加工品の製造品出荷額が日本一を誇る紙のまちとなっています。本市

の紙関連産業は、原材料から最終製品に至る全工程を市内で行える環境にあり、商社、運輸、機械

などの各種関連産業が幅広く集積していることから、機能紙産業やセルロースナノファイバー等の新

たな高機能新素材産業も創出され、本市特有の高度な「紙産業クラスター」が形成されています。 

一方、四国の中心地という恵まれた立地条件にも関わらず、市内への新規立地は、周辺市と比較

しても低い水準で推移しており、また、市内企業における立地ニーズについても、適地不足などから

市内での決定に至らないケースもみられます。 

今後においても、産業集積を一層進めるべく、産業用地の確保を図るとともに、地域経済を支える

中小企業の活力維持のためのサポート体制の充実が求められています。また、新型コロナウイルス

感染症などの社会情勢の変容は、中小企業に大きな影響を与えており、感染症防止対策や新しい

事業転換などに取り組む事業者を支援する必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

工業製造品出荷額（年間）※ 6,691億円 7,000億円 

紙の総合マッチングサイト「四国は紙國」への登

録社数 
１７１社 180社 

起業件数（年間） 11社 15社 

※工業製造品出荷額の現況値は、令和元年工業統計による実数 

 

 

施策５ 産業集積による経済の成長 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）企業留置・誘致の推進 

① 企業立地奨励金制度などの新規立地インセンティブ（優遇条件）、庁内連携による用地選定か

らインフラ等の基盤整備、各種手続きまでの迅速な対応など、既存立地企業のニーズに即した

留置策を積極的に展開するとともに、企業誘致策の充実を進めます。 

② 都市計画用途地域の見直しや、民間活力との積極的な連携により、新規に工業用地の整備を

進め、企業の立地ニーズに応えていきます。 

 

 

（２）紙産業クラスターの高度化 

① 紙の総合マッチングサイト「四国は紙國」のビジネスマッチング機能の充実と活用を軸に、事業

者間の提携や共同事業を支援するなど、積極的な事業展開や販路開拓を推進します。 

② 愛媛県紙産業技術センター、愛媛大学紙産業イノベーションセンターなどとの連携・活用、工業

団体をベースとする技術交流を促進するなど、技術開発や商品開発を支援するとともに、本市

特有の高度な紙産業の PRを進めます。 

 

 

（３）中小企業の経営支援 

① 商工会議所・商工会の支援を通じ、巡回訪問、中小企業診断士による相談対応、経営診断・経

営指導など、中小企業の経営基盤の安定強化を支援する活動を進めます。 

② 商工団体や市内金融機関などとの連携により、融資制度の適切な運用を進め、中小企業の事

業継続や新規事業展開をサポートします。 

③ 中小企業基盤整備機構四国本部や四国産業・技術振興センターなど、産業支援機関との連携

により、企業の課題解決のための専門家派遣や産業基盤の強化など、支援策を実施します。 

④ 支援機関や商工団体と連携した商品開発、起業・創業支援、ベンチャー支援、新産業育成を図

ります。 

⑤ ウィズコロナ・アフターコロナに対応できる企業を育てるため、より手厚い経営・雇用支援に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 工業団地整備計画、工業振興ビジョン 
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基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 

 

 

 

市内での雇用機会を拡大させ、ライフスタイルなどに応じて、安心して働き続けられる環境が整

ったまちを目指します。 

 

 

 

本市は、人口減少率が周辺市と比較しても高く、将来働き手が不足し、産業活力が低下する恐れ

があります。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、地域経済や雇用情勢への影響

が懸念されています。 

今後は、人口流出を防ぐため、地場産業の魅力発信や雇用の場の確保に取り組むとともに、企業

の動向など、今後の雇用情勢の変化を注視しつつ、企業と求職者のマッチングを図っていく必要が

あります。 

本市の基幹産業である紙産業は、少子高齢化による技能の継承や労働者不足という課題に直面

しており、地場産業の持続的発展を図るため、人材確保に取り組むとともに、優れた若年労働者を育

成し、ものづくり技能の継承を行う必要があります。 

雇用環境については、子育てや介護との両立などのニーズに対応するため、「働き方改革」を推

進し、就労を希望している市民がライフスタイルに合わせて働ける環境づくりが求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

事業所数※ 4,212所 4,212所 

従業者数※ 41,469人 41,469人 

就労支援サポート件数（年間） 35件 40件 

    ※事業所数及び従業者数の現況値は、平成 28年経済センサスによる実数 

 

 

施策６ 雇用環境と人材育成の充実 

現況と課題 

成果指標と目標値 



  
47 

 

  

    

   
 

 

 

 

 

（１）幅広い雇用と人材育成の促進 

① 就労支援機関や教育機関と連携した情報提供、求人・求職マッチングなどの就労支援を進め

ます。 

② 地元の企業、教育機関との連携により、企業合同就職説明会などを開催し、市内から四国出身

までの若者の地元就職を促進します。 

③ 産学官連携により、小学生の頃から紙産業について学ぶ機会の充実を図り、将来、紙産業を担

う人材を育てます。 

④ 外国人技能実習生の確保に向けて、関係機関と連携を図ります。 

⑤ 紙産業初任者研修、中核人材研修、ビジネスセミナーの充実、大学や高校と連携した教育の推

進など、基幹産業を担う人材を育成します。 

 

 

（２）誰もが働きがいのある仕事ができる環境づくり 

① 女性、高齢者、障がいのある人、介護･育児中の人も働きやすいワーク･ライフ･バランス※１に配

慮した多様な働き方の確保や外国人も働きやすい職場など、人にやさしい環境づくりなどを進

めます。 

② 職業体験など、子どもや若者を対象とする職業教育、ハローワークやジョブあしすとＵＭＡ※２と

の連携による就労支援などを進めます。 

 
※１ ワーク･ライフ･バランスとは、一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実
現できること。 

※２ ジョブあしすとＵＭＡとは、障害者就業・生活支援センターのことで、障がいのある人の就業面や生活面の支援を
行い、企業のニーズに応じて情報提供やコーディネートを行っている。 

 

 

 

主な取組 
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基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 

 

 

 

担い手の確保や生産基盤の整備により、経営の安定化を図るとともに、活力ある農林水産業を

将来にわたり持続できるまちを目指します。 

 

 

 

農業は、水稲を中心に野菜、柑橘、茶などが栽培されていますが、農業者の高齢化や後継者不足

による耕作放棄地の増加、有害鳥獣による農業被害、輸入農畜産物の増加による価格低迷や資材

などのコスト上昇による農業所得の低下などの問題が表面化しています。 

農業経営の効率化や生産性の向上に向け、生産基盤の整備を進めるとともに、担い手への農地

集積、安定的な経営体の育成、新規就農者の確保、有害鳥獣対策の強化を図る必要があります。 

林業は、災害防止や水源かん養、地球環境保全に重要な役割を担っていますが、林業職の高齢

化が進むとともに、後継者の確保が難しい状況にあります。林業再生のためには、間伐材利用による

収益確保、観光や教育、健康づくりと連携した多角的な管理体制づくりなどが重要となっています。 

水産業は、カタクチイワシを中心とした加工業は定着していますが、漁獲量の減少、漁業者の高齢

化や後継者不足、燃料や資材の高騰による経営の圧迫など、問題が山積しています。今後は、担い

手の確保、水産資源を守る活動、消費者との交流機会を増やし、魚離れの解消を図るなど、消費拡

大に向けた取組を進める必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

４０歳以下の新規農林水産業就業者数 ５人 ８人 

常設の農林水産物販売所数 ８か所 １１か所 

担い手の農地利用集積率 19.5％ 21.5％ 

野生鳥獣による農作物被害額（年間） ３，３５６千円 ３，０２１千円 

 

 

 

施策７ 農林水産業の持続的な発展 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）生産基盤の充実 

① 農業振興センター（ワンストップ窓口）を核に、ＪＡなど関係機関と連携して農業経営を総合的

に支援します。水産業、林業についても、組合団体の支援、団体間の連携など、経営支援体制

の強化を図ります。 

② 農業水利施設の長寿命化や漁港の老朽化対策、中小規模の農地や林道・作業道などの整備

を行うほか、森林環境譲与税を活用した森林整備を行うとともに、優良農地の集約化や有害鳥

獣対策、耕作放棄地対策など、生産基盤の充実を進めます。 

③ 各組合団体、認定農業者等連絡協議会などの支援を通じて、担い手の確保と育成を進め、若

手の新規就業のほか、定年後の就業ニーズにも対応します。 

 

 

（２）ブランド力の強化と流通の活性化 

① 里芋・山の芋・お茶・いりこなど特産品のブランド力の強化、間伐材の有効利用など、生産者の

経営の安定につながる取組を進めます。 

② ＪＡを介した流通路の確保とともに、市内外の小売店、飲食店、給食施設への地場産品導入な

ど、多様な販路の確保に努めます。 

③ 常設の産直市や道の駅での地元産品の直売、学校給食への地元産食材の活用促進など、生

産から消費まで顔の見える体制づくりを進めます。 

④ 地産地消や食育の推進を図るとともに、製造・加工や流通・販売を一体的に行う６次産業化な

ど、付加価値を高める取組を推進します。 

 

 

（３）参加・交流型イベントの展開 

① 産業祭への農林水産業者の参加、水産まつりの支援、体験学習の推進など、生産者と消費者、

市民との交流機会の充実を進めます。 

② 食農や就農体験、グリーンツーリズム※、森林レクリエーションなど、体験機会の充実を図ります。

また、援農や森林ボランティア活動など、様々な交流を促進します。 

 
※グリーンツーリズムとは、農山漁村に滞在し、農漁業体験を楽しみ、地域の人々との交流を図る余暇活動のこと。 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想、人・農地プラン、 
食育計画 
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基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 

 

 

 

市民生活の利便性の向上と商業の振興を図るため、地域消費の促進や商店街等の活性化を支

援し、商業の活力が持続する、にぎわいのあるまちを目指します。 

 

 

 

本市では、製紙業を核としたまちの発展とともに、駅前を中心に商店街が成長し、多くの買い物客

で賑わっていましたが、核家族化による郊外居住の増加や自動車利用の拡大とともに、商業の中心

は郊外へと移行しています。特に、高速インターチェンジ周辺から国道１１号方面への商業集積が続

いています。 

また、インターネット販売、SNS による情報発信、キャッシュレス決済など、商業を取り巻く環境が目

まぐるしく進展していく現代社会においては、時代の変化やニーズを的確に捉えながら、新たなビジ

ネスモデルを模索、提案していくことが大切です。 

小規模の個人商店の減少は、高齢者等にとって日常の買い物に大きな影響を及ぼす要因となり

ます。今後も、少子高齢化が進展し、買い物難民の増加が懸念されることから、現状で不便を感じて

いる市民を支援していく対策が必要となります。 

大型店舗の展開や、店舗経営者の高齢化及び後継者不足などにより、商店街の活力の低下が深

刻化しています。商店街は、人が集い交流する地域コミュニティとしての役割も期待されていることか

ら、市街地の活性化を図る上で、にぎわいのある商店街づくりは重要な課題となっています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

小売業の事業所数※ 698所 698所 

小売業の商品販売額（年間）※ 909億 4千万円 950億円 

商店街の営業店舗数 156店 156店 

商店街イベントの動員数（年間） 8,900人 10,000人 

※小売業の事業所数及び商品販売額は平成 28年経済センサスによる実数 

 

施策８ 魅力とにぎわいのある商業の振興 

現況と課題 

成果指標と目標値 



  
51 

 

  

    

   
 

 

 

 

 

（１）意欲の持てる商業経営への支援の充実 

① 居住や都市機能の誘導による日常生活に必要な施設の立地により、コンパクトなまちづくりを

推進するとともに、地域公共交通計画と連携した域内交通の活性化や、利便性の確保に努めま

す。 

② 買い物支援の仕組みづくりなど、地域の生活とともにある商業を育成します。また、市民ニーズ

や地域の課題解決に対応したビジネスの展開を促進します。 

③ 新たな顧客獲得機会の創出に向け、個店の自助努力を促すとともに、商業者と消費者の接点

づくりによる消費拡大に努めます。 

④ 紙製品や農林水産物など、地元産品のＰＲや販路の拡大を図るとともに、市外からの来訪者が

市内でより多くの消費活動を行う仕掛けづくりを行い、地域経済を継続的に循環する仕組みへ

発展させていきます。 

 

 

（２）にぎわいと魅力あふれる商店街の形成 

① 商店街の多面的な交流機能を市民・地域で共有していけるよう、商店街の空間や空き店舗を

多様な人々が集える場として活用するとともに、商店街で行われるイベントの活性化を支援しま

す。 

② 駅周辺や駅前商店街に観光物産情報を提供する「観光物産案内拠点」を整備するとともに、

本市を訪れる人々へのホスピタリティの醸成を図り、観光案内機能を充実させます。 

③ 日常生活サービスの立地状況や、公共交通へのアクセス性を勘案した都市機能誘導を行うコ

ンパクト・プラス・ネットワークによるまちづくりを進め、商店街の活性化に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 川之江地区まちづくり基本計画・実施計画、地域公共交通計画 



  
52 

 

  

基本方針２ 活力と魅力を創るまちづくり 

 

 

 

躍動する産業都市、高速自動車道のクロスポイント、歴史街道・海道の交差点に育まれた歴史、

人を大切にする風土など、本市ならではの魅力を活かした観光交流のまちを目指します。 

 

 

 

本市は、産業・歴史・自然など多様な観光資源を有しています。また、エックスハイウェイの結節点

に位置し、四国各県の県庁所在地まで約１時間で結ばれるという好条件にあり、四国遍路道や土佐

北街道の玄関口として広域から人々が訪れています。 

四国へ訪れた観光客にとって、本市が重要な立ち寄り場所となるよう、情報収集や発信等を総合

的にマネジメントできる機能を地域に備えるとともに、定住人口が減少の一途をたどる中、観光振興

により交流人口を拡大し、地域に活力をもたらす必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、観光産業はかつてない大きな打撃を受けています。

本市の令和２年度及び令和３年度の観光入込客数は３０万人台で推移しており、令和元年度の７５

万人から激減しています。新規観光客の獲得に向けた取組や受入態勢の整備はもとより、ウィズコロ

ナ・アフターコロナ時代に対応した仕組みづくりが早急に求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

観光入込客数合計（年間） ３２５，３８２人 ８００，０００人 

観光ボランティアガイド登録人数 １７人 ２５人 

 

 

 

 

施策９ 地域の魅力を活かす観光・物産の振興 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）観光振興体制の確立 

① 多様な立場の事業者、地域、市民の参加により、（仮称）観光振興計画を策定し、本市における

観光振興の指針とします。 

② 観光協会と物産協会が協業し、多様な立場の事業者や市民の参画など、市ぐるみの観光振興

体制の強化を図ります。 

③ 各地区観光協会の活動を支援し、地域の人材や資源を発掘、活用しながら地域色豊かな観光

振興体制の強化を図ります。 

④ 四国のまんなかのまちとして、県や近隣の市町と連携し、それぞれの観光資源を活かした広域

観光ルートづくりを進めます。 

 

 

（２）本市ならではの観光魅力の醸成 

① 市の発展を象徴する紙産業都市の特徴を生かした体験学習など、本市でしか味わえない魅力

を開発するとともに、特色ある工場群の景観を活かした観光振興を推進します。 

② 市内各地に現存する歴史文化遺産の発掘や体系化、観光案内看板やパンフレット等の整備、

ボランティアガイドによる街歩き体験の充実と体制の強化を図るなど、歴史文化との融合による

観光の振興を進めます。 

③ 観光ＰＲ活動のため、各メディア等へ積極的に協力を行い、ＳＮＳなど時代に応じた様々な手法

による情報発信機能の充実を図ります。 

 

 

（３）観光・物産振興の基盤整備 

① 市内主要観光施設のキャッシュレス化やWi-Fi環境の整備を進めるとともに、インバウンド観光

客の受入環境を強化します。 

② 観光プロモーション拠点となる観光案内センターの運営を拡充するとともに、観光産業を担う人

材を育成し、観光・物産の基盤整備を図ります。また、多様な立場の事業者・市民・地域が一体

となって来訪者へのおもてなし活動を促進し、受入体制の充実を図ります。 

③ 「紙のまち、ものづくりのまち」を連想するブランド化に取り組むとともに、既存産品の掘り起こし

や地産品の開発を推進します。 

④ ウィズコロナ・アフターコロナ時代における観光振興体制の在り方を確立し、新たな需要の獲得

に積極的に取り組みます。 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： （仮称）観光振興計画 
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施策１０  未来につながる都市整備の推進 

施策１１  円滑な交流基盤の整備と交通環境の充実 

施策１２  安全で快適な定住環境の整備 

施策１３  防災・減災対策の強化 

施策１４  生活安全対策の推進 

 

 

 

 

基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 
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基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 

 

 

 

効率的でバランスある土地利用、時代の要請に応える社会資本整備、美しい景観の形成を進め、

四国のまんなかにふさわしい活力あふれる都市を目指します。 

 

 

 

本市では、「四国中央市都市計画マスタープラン」に基づき、総合的な視点から計画的な土地利

用を推進し、社会資本の長寿命化や耐震化など、安全な都市づくりへの取組も計画的に進めていま

す。 

少子高齢化、人口減少が進む中で、効率的でバランスのとれた土地利用、安全で安心な暮らしの

持続、これまで拡充してきた都市基盤の維持など、まちづくりの課題は多岐に及んでいます。 

本市は７割以上を林野が占め、限られた平坦地に農地、工業用地、市街地が広がっています。そ

の中で、商業施設や住宅の郊外への無秩序な拡大（スプロール化）、企業立地ニーズと農業との調

整といった課題がみられます。 

今後は、都市機能を集約した市街地の整備と、各市街地を結ぶ交通網の整備による、歩いて暮ら

せるまちづくり、災害に強く、四国のまんなかにふさわしい景観を備えた都市形成など、未来につな

がる都市整備に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

地籍調査の進捗率 ６０％ ６６％ 

都市計画道路整備率 ４８．４９％ 50.00％ 

 

 

 

施策１０ 未来につながる都市整備の推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）バランスある土地利用の推進 

① 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に基づき、地域の特性を活かしたバランスある土

地利用を用途地域の見直しなどにより、計画的に推進します。 

② 計画的な土地利用の基礎として、地籍調査を着実に推進します。 

③ 都市防災機能の充実を図るため、避難経路や施設の整備など、災害に強いまちづくりを進めま

す。 

④ 駅及びインターチェンジ周辺の都市機能の整備を進めるとともに、交通結節点の整備を進め、

市域全体の交流を促すまちづくりに努めます。 

 

 

（２）市街地整備の推進 

① 駅、商店街、公共施設など、生活に必要な機能を徒歩圏に配置する集約型都市構造（コンパク

トシティ）として整備し、「歩いて暮らせるまち」の形成を目指します。 

② 三島川之江インターチェンジから三島川之江港を結ぶゾーンを新たな都心部拠点として、人々

が交流し、にぎわいのある都市づくりを進めます。 

③ 国道１１号川之江三島バイパスや市街地の県道・市道、臨海部の道路など、都市計画道路の整

備を推進し、市街地の活性化を図ります。 

④ 江之元地区の住宅市街地整備を推進し、安全で安心して暮らせる住宅地、暮らしやすく住み続

けられる生活環境の形成を図ります。 

⑤ 都市公園について、計画的に施設の長寿命化を進めるとともに、交流の場としての機能を高め、

防災機能に配慮した誰もが楽しめる公園づくりを進めます。 

⑥ 中核病院など、都市機能誘導施設の立地に合わせた周辺エリアのまちづくりを進めます。 

 

 

（３）景観行政の推進 

① 景観計画に基づき、地域の魅力を引き出す景観の再生や創造、景観を阻害する問題の解消な

ど、景観の整備を進めます。 

② 景観意識の啓発を進め、市民、地域とともに景観の検証、整備を進めます。 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 都市計画マスタープラン、景観計画、立地適正化計画、 
都市公園長寿命化計画 
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基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 

 

 

 

産業活力と生活利便性を支える円滑な都市交通体系の実現を目指します。 

 

 

 

道路網や港湾などの交流基盤を整備し、円滑な交通体系を確保、充実させることは、地域経済の

活力や市民の生活利便性の向上など、様々な交流を支えるためにも極めて重要です。 

本市は、国際物流ターミナルを有する重要港湾や、広域とつながる高速道路を有していますが、朝

夕の交通渋滞や市街地と臨海部の接続、津波や高潮への対応、公共インフラの老朽化など、様々な

課題を抱えています。 

生活道路などの既存施設では、整備や老朽化対策、バリアフリー化など、人にやさしい交通環境

づくりに取り組んでいく必要があります。 

誰もが快適に移動できるまち、交通弱者をつくらないまち、環境にやさしいまちをつくるためには、

市街地において歩いて暮らせるまちづくりの推進や公共交通の確保も大きな課題です。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

道路ストックにおける長寿命化対策の橋梁数 ３２橋 ９２橋 

デマンドタクシーの１日平均利用者数（年間） ６９人 ８８人 

基幹道路整備率（新宮中央線、寒川中央線） ６７％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

施策１１ 円滑な交流基盤の整備と交通環境の充実 

現況と課題 

成果指標と目標値 



  
59 

 

  

     

  
 

 

 

 

 

（１）港湾機能の充実 

① 重要港湾三島川之江港については、国際物流ターミナルの機能強化や複合一貫輸送ターミナ

ルの整備を進めるとともに、地震災害に備えた耐震強化岸壁のほか、臨港道路などの円滑で

安全な交通環境の確保を進めます。 

② 港湾と市街地の接続性の向上、津波や高潮等に対する防災・減災対策並びに流通関連用地

の確保など、都市の魅力の一つとして、港湾の交流機能を高めていきます。 

 

 

（２）道路網の維持・充実 

① 都市の骨格を形成する道路交通網は、混雑の緩和や安全で円滑な交通の実現に向けて、幹線

道路、生活道路の整備を進めます。 

② 道路ストック※の長寿命化対策や生活道路の改良、無電柱化の推進など、安全で人にやさしい

道づくりを進めます。 

③ 国道１１号川之江三島バイパスや新法皇トンネルをはじめ、国道・県道など基幹道路について

は、道路整備の促進を関係機関へ要請します。 

 

 

（３）公共交通の確保 

① 鉄道高速化や四国新幹線の実現に向けて、広域的な取組を推進します。 

② 交通事業者などの協力を得ながら、駅前広場の整備や公共交通の利用促進などに努めます。 

③ 路線バスの維持・確保やデマンドタクシーの充実、高速バスの利便性向上に努めます。 

 

※道路ストックとは、トンネル・橋梁・照明灯など市が維持管理している道路構造物のこと。 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 橋梁長寿命化修繕計画、トンネル長寿命化修繕計画、地域公共交通計画 
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基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 

 

 

 

子どもから高齢者まで安心して暮らし続けることができ、若者が魅力を感じるような、安全で快

適なまちを目指します。 

 

 

 

本市では、上下水道や道路、情報通信網の整備など、快適で利便性の高い生活環境の整備に努

めています。また、「四国中央市住宅マスタープラン」に基づき、安心で快適に住み続けられる住宅と

住環境の整備、誰もが住みやすい多様な住宅の提供などを進めています。 

少子高齢化・人口減少社会において、市民の生活ニーズの動向を見極めながら、子どもから高齢

者までが安心して生活でき、若者が魅力を感じるような職住環境を確保していくことが重要です。 

集中豪雨や台風などの水害への対応、南海トラフ巨大地震への備えなど、災害に強いまちづくり

に向けて、社会資本の整備や耐震化など、一つひとつ進めていく必要があります。 

人口減少に応じて増加する空家については、対策が滞ればゴーストタウン化が懸念されるもので

あり、「四国中央市空家等対策計画」に基づき、多面的な空家等への対策を進めていく必要があり

ます。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

市営住宅の長寿命化等進捗率 ４０．４％ ４５．０％ 

公共下水道普及率 ６４．１４％ ６５．００％ 

 

 

 

 

 

 

 

施策１２ 安全で快適な定住環境の整備 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）安全・安心な住環境の整備 

① 建築物の耐震化や狭あい道路の拡幅、大規模盛土造成地、液状化対策など、災害に強い社会

資本整備を進めます。 

② 市営住宅の計画的な長寿命化等を図り、公営住宅等長寿命化計画において「優先的な建替」

と位置付けられた団地については、建替計画を策定し、順次建替えを進めます。 

③ 都市の延焼防止の観点から、準防火地域の指定拡充や市街地の都市計画道路の整備を進め

ます。 

④ 浸水対策として、河川・排水機場・ため池・雨水排水路・雨水ポンプ場・雨水調整池などの整備

や維持管理を行い、土石流やがけ崩れ対策として、砂防施設の整備や維持管理を行います。 

⑤ 木造住宅耐震診断により、改修が必要と判断された建物の改修、木造住宅耐震シェルター設

置、危険ブロック塀などの除去や建て替え工事などに補助を実施します。 

 

 

（２）快適な生活環境の整備 

① 上水道や道路、情報通信網など、生活を支えるライフラインを適切に整備・維持管理します。 

② 公共下水道の未普及地の解消を進め、接続を促進し、水洗化率の向上を目指します。また、公

共下水道の供用区域外では、合併浄化槽の設置を促進します。 

③ 公共下水道施設については、ストックマネジメント計画に基づき、点検・調査を実施し、計画的な

修繕・改築により、適正な施設管理に努めます。 

④ 市営墓地については、定期的な花芝収集や除草シートの整備など、墓園環境の整備に努めま

す。また、管理が困難となっている墓地等が増えている事に鑑み、市民ニーズに対応した墓地の

運営を検討します。 

⑤ 斎場については、施設の老朽化対応や管理形態の検討など、時代に即した適切な維持管理に

努めます。 

 

 

（３）空家等対策の推進 

① 空家等については、空家等対策計画に基づき、総合的・計画的な対策を進めます。 

② 定住促進に向け、民間業者と連携し、国・県の制度の利用促進や空家情報の紹介などの支援

を強化します。 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 住宅マスタープラン、公営住宅等長寿命化計画、空家等対策計画、 
社会資本長寿命化計画、公共下水道事業計画、 

下水道ストックマネジメント計画、浸水対策基本計画 
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基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 

 

 

 

「自助」「共助」の取組を推進し、「公助」との連携により、災害に強いまちづくりを目指します。 

 

 

 

将来発生が予測されている南海トラフ巨大地震や気候変動による台風の大型化、局地的豪雨な

どの大規模災害の発生時には、行政による対応「公助」には限界があります。 

平時から自分の身は自分で守る「自助」、自分たちの地域は自分たちで守る「共助」の取組を推

進していくとともに、大規模災害を想定した防災体制づくり「公助」の充実を図り、全市的な防災・減

災対策に取り組んでいく必要があります。 

災害に強いまちづくりに向けて、地域で暮らす高齢者や障がいのある方などへの対応が求められ

ています。 

被害が超広域にわたると想定されている南海トラフ巨大地震等の緊急時の対応の視点から、遠

隔地域を含めた広域連携体制の構築を検討する必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

自主防災組織の数 １３７団体 １５０団体 

防災士の人数 ５０１人 ８００人 

個別避難計画数 ２８４件 ２，３００件 

指定福祉避難所数 １８か所 ４３か所 

応急手当普及員の養成人数 ７９人 １００人 

住宅用火災警報器設置率 ７７．２％ ８５．０％ 

 

 

 

 

 

施策１３ 防災・減災対策の強化 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）全市的な防災体制の充実 

① 市域・県域を越えた広域連携を推進し、大規模災害発生時には、同時被災しない地域との災害

時応援協定に基づく相互支援を発動します。 

② 防災有線告知システムをはじめ、多様な情報伝達手段を確保するとともに、河川パトロールなど

により適切な情報収集に努めます。 

③ 防災マップの更新整備や出前講座などを通じ、市民の防災意識の向上を図るとともに、自主防

災組織や防災士、住民参加による防災訓練を実施し、地域防災力の強化を進めます。 

④ 消防防災センターを核に、高機能消防指令センター、消防本部及び消防署の適正配置、地域に

おける消防・防火施設、各種消防車両や資機材の整備を図ります。 

⑤ 地域防災計画の見直しと運用により、地震・津波、風水害など、様々な災害の予防、応急対策、

復旧対策が円滑に進むよう備えます。また、テロや大規模事故から市民を守る体制を整えるとと

もに、新型コロナウイルス感染症などのパンデミック（危険な感染症の爆発感染）に配慮した避

難所での感染症対策を進めます。 

⑥ 避難路や避難施設の適切な確保、備蓄物資や必要な防災資機材を計画的に整備し、誰もが安

心して過ごせる避難所づくりに努めます。また、避難行動要支援者について、個別避難計画を作

成し、要支援者の特性に応じた指定福祉避難所の確保を進めます。 

⑦ 自主防災組織の設立支援をはじめ、自主防災組織連絡協議会における市内自主防災組織ネッ

トワークの強化や地域組織と連携した地域防災体制の充実を図り、事業者と連携した災害時の

支援協力体制の拡充を進めます。 

 

（２）防火・救急・救助体制の充実 

① 消防団活動について、将来の担い手である学生や女性など、幅広く市民にＰＲし、団員確保に努

めるとともに、平時の訓練等の見直しや装備の充実を図ります。 

② 防火管理者の育成、危険物施設への安全指導、防火査察など、事業所への指導を徹底するこ

とにより、企業の防火体制の充実を図ります。 

③ 住宅用火災警報器の設置や交換、点検を促進し、市民一人ひとりの防火意識を高め、住宅火

災の予防に努めます。 

④ 救急救命士や指導救命士を新規養成し、最新の知識・技術の取得や医療機関との連携強化な

ど、病院前救急を充実させることにより、救命率の向上を図ります。 

⑤ 学校や事業所において、応急手当普及員を養成し、バイスタンダー（その場に居合わせた人）に

よる救命率向上につなげていきます。 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 地域防災計画、国土強靭化地域計画 
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基本方針３ にぎわいと定住を支えるまちづくり 

 

 

 

関係機関と地域との連携により、様々な犯罪や交通事故を未然に防ぎ、高齢者や子どもを含む

誰もが安心して過ごせるまちを目指します。 

 

 

 

刑法犯罪の認知件数は減少傾向にありますが、街頭犯罪や特殊詐欺など、身近なところで発生

する犯罪は依然として後を絶たず、犯罪は悪質・巧妙化しています。また、コミュニティ意識の希薄化

などによる防犯力の低下が表面化しており、地域社会における防犯機能の充実強化が重要な課題

です。 

高齢者を対象とした特殊詐欺等被害防止講座や児童生徒を対象とした消費者教育講座を実施

し、注意喚起に努めていますが、今後一層、防犯意識の高揚や防犯体制の強化を図る必要がありま

す。 

市内の交通事故は、発生件数が減少傾向にあるものの、高齢者の交通事故は増加する傾向がみ

られます。 

今後とも、警察、地域、事業者、学校などと連携しながら、防犯、交通安全への取組に力を入れ、安

全・安心なまちをつくっていく必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

地域防犯パトロール団体の数 ５団体 ６団体 

特殊詐欺等被害防止講座の実施（年間） ２１回 ３０回 

交通事故発生件数（年間） １０９件 ９９件 

 

 

 

 

施策１４ 生活安全対策の推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりの推進 

① 自治会による防犯灯の設置への補助や事業所などにおける防犯カメラの設置を促進し、犯罪

の未然防止を図るとともに、警察や地区防犯協会、市民団体などと連携し、防犯パトロールや

啓発活動の強化に取り組み、各種防犯活動の充実を図ります。 

② 各小学校で実施しているＩＣチップによる登下校管理システムをはじめ、駆け込み場所の確保、

子ども１１０番への協力の促進など、子どもを守る体制を強化します。また、不審者情報等の配

信による注意喚起を行います。 

③ 特殊詐欺・悪質商法被害防止の出前講座や相談体制を充実させるとともに、広報啓発活動の

積極的な推進、消費生活相談の利用促進を図り、市民の消費者被害防止に努めます。 

④ 警察や各種市民団体、事業者などと連携し、暴力団排除活動を積極的に推進します。 

 

 

（２）交通安全の体制強化 

① 安心安全な歩行環境を確保するため、危険箇所の調査や安全施設の整備・維持管理に取り組

みます。また、登下校の安全管理については、通学路の路肩のカラー塗装、転落防護柵の設置

などを進めます。 

② 警察や交通安全協会、交通安全母の会などと連携して、子どもや高齢者対象の交通安全教室

の開催や交通ルール遵守、安全運転喚起のための各種交通安全キャンペーンの実施など、市

民の交通安全意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 
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施策１５  地域共生社会の実現 

施策１６  健康づくりの推進と医療の充実 

施策１７  温かな子育て支援、健やかな子育ちの応援 

施策１８  安心で充実した高齢期の応援 

施策１９  ともに生きるまちづくり 

 

 

基本方針４ 生涯安心して暮らせるまちづくり 
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基本方針 4 生涯安心して暮らせるまちづくり 

 

 

 

社会保障の確保、地域での支え合いにより、誰もが自分らしい生活を実現し、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができるまちを目指します。 

 

 

 

今日の社会環境は人口減少社会を迎え、少子高齢化、核家族化が急速に進み、高齢夫婦のみの

世帯や、高齢者の単身世帯が増えています。また、住民同士の価値観が多様化し、近所の付き合い

等が少なくなり、地域社会が持っていた「まとまり」や「つながり」が弱まっています。 

また、これまで保険・年金制度の適正な運用や自助・互助・共助・公助の役割分担と連携の基に、

様々な福祉サービスの取組を行ってきましたが、生活困窮等の従来からの課題に加え、ひきこもりや

介護と育児のダブルケアなど、新たな課題が顕在化し、支援ニーズは複雑複合化しています。 

このような社会全体の変化を踏まえ、これからは「支え手」「受け手」の関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が参画し、人や資源が世代・分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

自立相談支援による社会的自立件数 ２７件 ３０件 

市内の福祉サービスや介護サービスの満足度 18％ ３０％ 

 

 

 

 

施策１５ 地域共生社会の実現 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）社会保障の充実 

① 国民年金、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に関する情報提供や相談対応によ

る理解を促進し、各保険制度の適正な運用に努めます。 

② ひとり親家庭医療費助成、こども医療費助成、心身障がい者医療費助成や自立支援医療費助

成など、医療費の負担軽減に努めます。 

③ 市民や事業者による募金や寄付、共済制度の活用など、市民、企業を含めた共助を促進しま

す。 

 

 

（２）自立支援の推進 

① 障がい者、無業の若者、ひとり親などの就業や地域生活を支えるため、各分野の相談支援体制、

就労支援機関やＮＰＯ、事業者、住民などの連携による地域ぐるみサポート体制を充実し、自立

生活を支えていきます。 

② 生活困窮状態に早期に対応し、自立相談支援（就労その他の自立に関する相談、生活設計支

援）、住居確保支援、就労準備支援、一時生活支援及び家計相談支援、生活困窮家庭の子ど

もへの学習支援など、自立の促進に必要な支援に努めます。 

 

 

（３）地域福祉の推進 

① 地域課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備と、多機関の協働による包括的な相

談支援体制の構築に取り組み、地域共生社会の実現を図ります。 

② 学校教育や生涯学習における福祉教育・学習を充実するとともに、ボランティア活動をはじめ、

相互理解と支え合いの意識を育む機会の拡充を図ります。 

③ 社会福祉協議会を中心とした各種福祉団体活動の充実や、地域福祉を推進する人材、地域リ

ーダーを育成し、連携体制づくりなどを進めます。 

④ 地域で集い、見守り、助け合う様々な地域活動を促進するため、有料・有償システムを含む体制

強化を検討するなど、持続可能な仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 地域福祉計画 
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基本方針 4 生涯安心して暮らせるまちづくり 

 

 

 

生涯にわたり心身ともに健やかに暮らすことができるよう、市民自らの主体的な健康づくりを

推進し、安心して医療を受けられるまちを目指します。 

 

 

 

本市では、「四国中央市健康づくり計画」に基づき、健康的な生活習慣づくりを重視し、生活習慣

病予防や健康教育に取り組んできました。また、身体のみならず、心の健康を推進するため、「四国

中央市自殺対策計画」を策定し、自殺に関する正しい知識の普及啓発や相談事業にも取り組んで

います。 

近年では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の増加や高齢化の進行による要介護者の増加が

大きな課題となっており、あらゆる世代が健やかに暮らすことができるよう、生涯を通じた生活習慣病

の予防や介護予防と一体化した取組を行い、健康寿命の延伸を進めることが重要となります。 

また、健診・がん検診や健康教育、予防接種の推進などにより、市民一人ひとりの健康意識の向

上を図るとともに、家庭や地域、職場などと医療・保健に関わる各種関係機関等が協力・連携し、市

民の主体的な健康づくりを推進する環境づくりを進めることが必要です。 

地域医療体制に関しては、本市では医療従事者の割合が県や全国の平均を大きく下回っている

状況であり、加えて人口減少・高齢化の急速な進展により、地域医療を支える医療資源の脆弱化が

危惧されております。また、二次救急医療機関の東部偏在などもあり、近隣市での受診割合が高くな

っております。 

これらを改善し、住民の地域医療に対する信頼や安心を確保するためには、医療機能の分化と連

携を適切に推進し、地域にふさわしいバランスのとれた医療提供体制を実現することが必要です。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

健康づくりサポーターの登録者数（累計） ９０人 100人 

ゲートキーパーの養成者数（累計） ２，８１８人 ３，５００人 

国保特定健診受診率※ 28.8％ ３５．０％ 

後期健康診査受診率※ 7.0％ １０．０％ 

   ※国保特定健診受診率及び後期健康診査受診率の現況値は、令和４年６月の速報値を使用 

 

施策１６ 健康づくりの推進と医療の充実 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）市民の主体的な健康づくりの推進 

① 生活習慣病の発症予防や早期発見・早期治療に向け、健診・がん検診の受診率向上に向けた

取組を行います。また、個人に応じた保健指導を充実させ、目標設定型の健康づくり支援を進

めます。 

② 健康相談や健康教室、健康まつりなどの実施により、市民の健康に関する関心や知識を育み、

一人ひとりの主体的な健康づくりを支援します。 

③ 健康づくりサポーター、食生活改善推進員など、幅広い人材育成やリーダーを養成し、各種関

係機関との連携を進め、地域で市民主体の健康づくり活動のネットワークが広がるよう支援し

ます。 

④ 感染症の発生や感染拡大を予防することを目的として、日常的に感染対策事業を展開します。

各関係機関と連携し、感染予防・感染拡大防止体制の整備に努めます。 

⑤ 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、カウンセリングなどの健康相談機能

を拡充し、心の健康づくり支援体制の充実に努めます。 

 

 

（２）地域医療体制の整備 

① 中核病院建設に向けた支援を推進し、二次救急医療機関の東部偏在を解消するとともに、既

存の医療資源の持続・強化を図るための支援にも取り組み、誰もが安心して生活ができる地域

を目指します。 

② 広域的な連携により、救急医療体制を整備し、体制の維持・確保に努めます。 

③ 医療と介護を一体的に提供するため、医療・介護関係者の効果的な連携体制の充実・強化を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 健康づくり計画、食育推進計画、自殺対策計画、国保データヘルス計画、 
新型インフルエンザ等対策行動計画 
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基本方針 4 生涯安心して暮らせるまちづくり 

 

 

 

地域での子育てと暮らしに夢を持つことができるよう温かな子育て支援を行い、健やかに子ど

もが育つまちを目指します。 

 

 

 

少子化や核家族化、共働き世帯の増加に伴い、家庭を取り巻く環境が大きく変化する中、子育て

中の孤立感や子育て力の低下から子育てに悩む保護者が増えており、安心して子育てできる環境

づくりに取り組むことが求められています。 

本市では、不妊治療費の助成や乳児家庭全戸訪問、保育環境の向上、放課後児童クラブの受入

体制の拡充、子どもの居場所づくりなど、妊娠・出産・子育て期における切れ目のない各種支援の充

実に取り組んでいます。 

子育て支援事業として、地元企業と連携した乳児紙おむつ支給事業や子育てガイドブック、四国

中央市子育て応援隊の運営等、本市ならではの子育て支援を充実し、温かみのある子育て支援と

細やかな情報提供を行っています。 

今後は、多くの人が、家族を持つことや、子どもを生み育てることの喜びや楽しさを実感できる社

会を実現するため、官民連携による時代と地域の事情に即した子育て環境の充実を図ることが求め

られます。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

未満児保育対象者数に対する利用定員比率 ４７％ ６０％ 

ＨＰ「四国中央市子育て応援隊」へのアクセス件数 １３，１５９件 17,000件 

えひめ仕事と家庭の両立応援企業認証の市内企

業数 
４４件 ６０件 

 

 

 

施策１７ 温かな子育て支援、健やかな子育ちの応援 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）産み育ての応援 

① 妊娠期から出産、産後ケアに至るまで切れ目のない支援を実施し、安心して出産できる支援体

制の構築を目指します。 

② 妊娠出産を望む夫婦が不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備の為、企業内での理解

促進につながるよう情報発信に努めます。 

 

 

（２）子育ての応援 

① 保育サービス、ファミリーサポートの充実に取り組み、多様化する保育ニーズの動向に応じた保

育体制の確保に努めます。 

② 子育てガイドブック、子育て支援サイト「子育て応援隊」、子育て支援アプリ等による効率的・効

果的な情報提供を行うとともに、子育てを応援する子育て広場、子育てイベントを充実し、市民

参加型の子育て施策を推進します。 

③ 企業と連携した乳児紙おむつ支給やこども医療費助成など、経済的支援の充実を図ります。 

④ 障がい児保育、医療的ケア児及び要援護家庭の子育て支援制度を充実します。 

⑤ 育児休業や柔軟な働き方の導入など、事業所による子育て支援を促進します。 

⑥ 子どもが生まれ育った家庭の環境に左右されることのないよう、生活支援や就学支援、子ども

の居場所づくりなど、官民一体となり、子どもたちを支援します。 

 

 

（３）子ども・青少年を育む環境づくり 

① 市の将来を見据えた保育施設等の適切な配置を検討し、ニーズに対応した整備を行います。 

② 放課後児童クラブ・放課後子ども教室の運営、児童遊園の充実や公園の安全な管理など、子

どもが安心して過ごせる環境づくりを進めます。 

③ 青少年の健全育成活動、愛護班活動など、地域で子どもや青少年を見守る体制を充実します。

また、子ども会活動や各種文化・スポーツ活動など、子どもや青少年の自主活動、世代間交流

を通じた育み合いを促進します。 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 子ども・子育て支援事業計画 
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基本方針４ 生涯安心して暮らせるまちづくり 

 

 

 

高齢者の積極的な社会活動への参加を促進するとともに、住み慣れた地域で自分らしく安心し

て暮らし続けることのできるまちを目指します。 

 

 

 

少子高齢化の進展とともに、家族や地域で支え合う力が弱まり、個人意識や価値観の多様化、プ

ライバシーの配慮などにより、身近な地域での交流や結びつきが希薄になりつつあります。 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増加し、介護予防や認知症対策への取組などがますます

大きな課題となっています。 

災害時の避難や孤独死防止のため、地域ぐるみでの高齢者の見守活動、また、判断能力が低下

した高齢者が詐欺被害や不利益を被らないよう権利擁護に取り組む必要があります。 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができるよう、社会参加や貢献

ができる環境づくりと医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包

括ケアシステムの推進が求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

認知症サポーター数 １４，４０９人 １８，０００人 

住民主体の貯筋体操集いの場の数 73件 １３０件 

ケアプランチェック件数（年間） １２７件 ２００件 

 

 

 

 

 

 

施策１８ 安心で充実した高齢期の応援 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）高齢者の社会参加と介護予防の推進 

① 地域活動やボランティア活動への参加、経験を活かした就労機会の拡大により、高齢者が生き

がいを感じながら生活できる環境づくりを進めます。 

② 一人ひとりが楽しみを感じ、充実した生活を継続できるよう、気軽に参加できる場や自主活動の

育成支援に努めます。 

③ 高齢者による主体的な介護予防の取組や活動を支援します。 

 

 

（２）高齢期の生活支援の充実 

① 地域包括支援センターを中心に、地域ケア会議の充実や医療、保健、介護、福祉の連携による

地域包括ケア体制を充実します。 

② 高齢者の住み慣れた地域での安心・安全な暮らしが継続できるよう、地域実情に応じた新たな

社会資源の創出、避難行動要支援者に対しての個別避難計画作成支援、見守り支援等、地域

での支え合い活動の充実に取り組みます。 

③ 認知症高齢者を総合的に支援する体制の充実・強化を図るとともに、成年後見制度の利用促

進や消費者被害防止に向けた普及啓発等、高齢者の権利擁護の取組を推進します。 

 

 

（３）介護保険サービスの効果的な提供 

① 介護認定の迅速化、平準化、本人・家庭を主体とするケアプラン作成、有効なケアマネジメント

の推進など、介護保険制度の適正かつ効果的な活用を進めます。 

② 介護保険施設の整備・運営の一層の有効化を図るとともに、介護従事者等の育成など、人材

不足の解消に中長期的な視点を持って取り組み、サービス基盤の充実・確保に努めます。 

③ 包括的・継続的な在宅医療・介護を提供するため、医療・介護連携の強化に努めます。 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 高齢者福祉計画、介護保険事業計画 
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基本方針 4 生涯安心して暮らせるまちづくり 

 

 

 

障がいのある・なしに関わらず、誰もが地域の中で互いに人格と個性を尊重し合いながら、安心

して暮らせるまちづくりを目指します。 

 

 

 

これまで「四国中央市障がい者計画」、「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」に基づき、サービ

ス基盤の整備などを計画的に進め、四国中央市基幹相談支援センターと子ども若者発達支援セン

ター（通称パレット）を核に、相談支援体制の強化や就労支援の取組にも力を注いできました。 

令和３年９月には、「四国中央市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる愛ある社会を

目指す条例」が制定されました。この条例は、「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」等の

理念に則り、障がいの有無にかかわらず共に協力し、全ての市民が人格と個性を尊重し合えるまち

づくりを目指すことを目的としています。 

障がい者を取り巻く環境は、障がい者の高齢化や障がいの重度化等、多岐にわたっており、その

諸課題に適切に対処し、実効性のある施策を推進していく必要があります。 

すべての市民が地域社会の一員として生きがいを持って生活していくためには、支え合うための

相互理解を促しながら、あったかできめ細かな施策を一歩ずつ着実に推進していく必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

障害福祉サービス・障害児通所支援利用者 １，０５１人 １，372人 

地域移行支援及び地域定着支援の給付対象者数 ０人 １０人 

障害者優先調達推進法に基づく調達金額※ ５３５万円／年 ６３０万円／年 

  ※障害者優先調達推進法に基づく調達金額の現況値は、新型コロナウイルス感染症対策関連事業費を除く 

 

 

施策１９ ともに生きるまちづくり 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）ともに生きる社会の基礎づくり 

① 市民の障がいに対する理解促進のため、出前講座等による啓発活動に努め、障がいのある・な

しを超えた市民交流の機会充実を図ります。 

② 成年後見制度活用などによる障がい者の権利擁護や虐待防止を図るとともに、障がい者を守

り・支える体制を充実します。 

③ 意思疎通支援や情報バリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりを進め、個々の障がいに

応じた合理的配慮を的確に実施出来るよう取り組み、地域生活の支援環境や社会参加を促す

社会基盤の充実を図ります。 

 

 

（２）日々の暮らしを支えるサービスの充実 

① 障がいのある人や地域の関係者が参画する自立支援協議会の意見を尊重し、医療・保健・福

祉の連携のもと、障害福祉サービスや障害児通所支援等の適正利用を進めます。 

② 官民協働による入所施設の整備に加え、グループホームでの生活を支える体制の充実を図り、

地域における障がい者の住まいの確保に努めます。 

③ 地域で暮らし続けること、地域に出て暮らすことを目標に掲げ、社会参加を促す取組を進めま

す。 

④ 医療的ケア児とその家族が安心して暮らせるよう、関係機関の連携による支援体制の充実を図

ります。 

 

 

（３）自立を目指すための支えと促し 

① パレット・民間事業所等が連携し、発達障がいなどの早期発見・早期療養から特別支援教育へ

の一貫した支援を行い、一人ひとりに応じた療育・教育を進めます。 

② サービス等利用計画作成のための相談支援を中心に、障がい者の豊かな地域生活を支える相

談支援体制の強化を図ります。 

③ 心身障がい者への経済的負担の軽減を図ります。 

④ 就労促進のため、関係機関等との連携により、障がい者雇用に対する企業意識を高め、障がい

者の雇用機会拡大を図ります。 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画、 
成年後見制度利用促進基本計画、パレット・プラン 
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施策２０  人権文化の醸成 

施策２１  未来を拓く子どもたちを育成する学校教育の推進  

施策２２  安全・安心に学べる学校づくり 

施策２３  地域文化の継承と創造 

施策２４  生涯学習による人づくり・まちづくり 

施策２５  スポーツの推進 

 

 

基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 
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基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

 

 

 

社会が変容しようとも普遍的なテーマである人権について、日常の暮らしの中で大切にし、互

いに尊重し認め合う習慣が根付いた人権文化の息づくまちを目指します。 

 

 

 

平成２８年に差別を解消することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部

落差別の解消の推進に関する法律」の３つの法律が施行されたことから、本市においても令和元年

12 月に「人権尊重のまちづくり条例」の一部を改正し、近年の複雑多様化する人権課題への対応

を図っています。 

私たちの身近なところには、部落差別（同和問題）をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外

国人等のあらゆる人権に関する課題が存在しており、互いの人権を尊重し、認め合う社会の確立に

は、市民一人ひとりが人権問題に対する正しい知識を主体的に身につけ、人権意識を継続的に高め

ていくことが求められます。 

また、関係諸団体と連携し、人権施策の推進体制を強化するとともに、相談機能の充実を図る必

要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

人権のつどいへの参加者数（年間） ３００人 ５００人 

地域学習会への参加者数（年間） ９７１人 1,200人 

人権・同和教育推進者養成講座修了者数（年間） １４６人 ３００人 

 

 

施策２０ 人権文化の醸成 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）人権教育・啓発の推進 

① 学校、家庭、職場、地域において、人権が尊重されるよう、学びの場を提供します。 

② 関係諸団体と連携し、人権・同和教育推進者の養成を進めます。 

③ すべての教職員が、子どもたちの発達段階に応じた一貫性のある人権教育を実践できるよう研

修の充実を図ります。 

④ すべての市職員が、部落差別（同和問題）をはじめとするあらゆる人権に関する問題について、

正しい知識と認識を持ち、人権が尊重される豊かなまちづくりを推進するため、学習機会の充

実を図ります。 

⑤ 市民の人権意識の高揚を図るため、研修会や研究大会の開催、広報誌やケーブルテレビ等を

活用した啓発に努めます。 

 

 

（２）人権問題の解決と相談機能の充実 

① 人権施策基本計画の進捗管理に努めるとともに、人権教育、人権啓発事業が効果的に行える

よう、関係諸団体と協力し、人権施策の推進体制を充実します。 

② 複雑多様化する人権課題に対応するため、情報収集、関係諸団体と連携強化を図るとともに、

相談しやすい体制づくりや相談窓口の周知に努めます。 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 人権施策基本計画、人権施策推進プラン、男女共同参画計画、 
国際交流ビジョン 
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基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

 

 

 

校種間や地域との連携により、教育内容の充実を図り、確かな学力・豊かな心と健やかな体の

調和のとれた生きる力を育むまちを目指します。 

 

 

 

社会の変化に伴う価値観の多様化を背景に、ＥＳＤ教育（持続可能な開発のための教育）など、

人間形成の基礎を培う学校教育の充実がますます重要となっています。子どもたち一人ひとりに応じ

たきめ細かな教育体制を構築することにより、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むことが求め

られています。また、共生社会の形成に向け、ともに学ぶインクルーシブ教育※をさらに推進していく

必要があります。 

学校・家庭での生活や学習において、日常的にＩＣＴを活用できる環境づくりが必要となっています。

ＧＩＧＡスクール構想に基づいたＩＣＴを最大限に活用するため、学習環境を充実させ、学校教育の情

報化の推進・質の向上とともに、子どもたちの個々に応じた情報活用能力を育成していく必要があり

ます。 

地域のつながりの減少による地域の教育力の低下や発達障がい、貧困といった福祉的な課題の

増加などを背景に、学校が抱える課題は複雑化、多様化しています。学校、家庭、地域が連携し、一

体となって子どもの育ちを支えていくことが求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

地域の教育力活用状況 218件 240件 

 

※インクルーシブとは、包含するという意味であり、障がいや国籍など様々な文化や環境の背景を持つ子どもが、
分け隔てなく、ともに教育を受けることができる教育体制のこと。 

施策２１ 未来を拓く子どもたちを育成する学校教育の推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）個別最適化された教育プログラムの充実 

① 幼保小連携、小中高連携など、発達段階に応じて連続性のある教育体系を築いていきます。 

② 少人数制やチームティーチングによるきめ細かな教育体制により、個に応じた指導をより一層

充実させ、ＡＬＴ（外国語指導助手）やゲストティーチャーを効果的に活用し、学力、体力、運動

機能の向上を目指します。 

③ 特別支援教育コーディネーターを中心に、特別支援教育の充実を図ります。また、特別支援学

校みしま分校などの関係機関と連携し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導と必

要な支援を提供し、インクルーシブ教育のさらなる推進を図ります。 

 

（２）ＩＣＴを活用した新時代の学びの推進 

① ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末等のＩＣＴ機器の効果的な活用を進め、ＩＣＴを活用した

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を通して、子どもたちの可能性を高めます。 

② 誰一人取り残さないための環境づくりや授業方法の改善に向けた取組を推進します。 

③ ＩＣＴ研修会を実施し、教職員の資質・ＩＣＴ活用の指導力の向上を図るとともに、学校における

業務の効率化や労働環境を改善し、教職員の働き方改革を推進します。 

 

（３）地域とともにある魅力ある学校づくり 

① 地域の特性を活かした特色ある学校づくりを進めます。また、新宮小中学校においては小規模

特認校制度のもと、魅力ある学校づくりを進めます。 

② 学習サポートや体験学習、食育推進など、学校と家庭、地域、事業所との連携を進めます。その

中で、学校施設の開放、地域交流イベント、空き教室の活用など、地域に貢献する学校づくり

を進めます。 

③ 学校や地域の実態に応じた学校運営協議会の活動の充実を図ります。そして、学校と地域の

連携・協働によって、子どもを育む「地域とともにある学校づくり」を進めます。 

④ 企業や地域人材による学習サポート体制の充実、学校と企業の人事交流など、市ぐるみで教

育人材の育成・確保を進めます。 

 

 （４）ESD（持続可能な開発のための教育）の推進 

① SDGs の 17全ての目標を実現するために必要な持続可能な社会の創り手を育むため、学校

教育において ESD（持続可能な開発のための教育）を推進します。 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 教育振興に関する大綱、教育基本方針、子ども・子育て支援事業計画 
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基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

 

 

 

次代を担う子どもたちが、健やかでたくましく、のびのびと育ち、安全で安心して学び遊べる地

域・学校づくりを目指します。 

 

 

 

学校内や登下校時に子どもたちが被害者となる事件・事故、パソコンやスマートフォン、ゲーム機

等のインターネットに接続できる機器の利用低年齢化に伴い、ネット上のいじめやＳＮＳを通して犯罪

に巻き込まれる事件などが社会的な問題となっており、社会全体でこれらの問題に向き合っていくこ

とが必要となっています。 

本市では、不登校やいじめ問題の対応をはじめ、学校や学習への不適応などへの悩みや不安を

抱えた教育的配慮を要する児童生徒への相談・支援体制を構築しています。しかしながら、様々な課

題が多様化・複雑化する昨今の状況下においては、相談・支援体制のさらなる充実と、家庭・地域・

関係機関が連携を図り、きめ細やかな対応をすることが求められています。 

また、子どもたちが心豊かで健やかに成長できるよう、関係機関との連携を継続するとともに、学

校においては引き続き安全・安心に学べるよう、学校施設の整備、相談・支援体制の継続及び充実、

学校給食の提供などが求められています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

地域の方々の協力を得た学習支援活動日数 ３８９件 ４２０件 

不登校児童生徒の状況の好転割合 ４１% ５０% 

 
 

施策２２ 安全・安心に学べる学校づくり 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）子どもを守る体制の強化 

① 市内各小学校で実施しているＩＣチップによる登下校管理システム、駆け込み場所、不審者情報等

の配信による注意喚起を維持します。また、子どもの健全育成活動など、地域で子どもを見守る体

制の充実に努めます。 

② 学校安全に関する校内体制を整備し、教職員一人ひとりの危機意識の向上に努めるとともに、実

践的な防災教育や交通安全教育を推進し、子どもたちの安全意識の向上に努めます。また、通学

路の点検を定期的に実施するなどして子どもたちの安全を図ります。 

③ 学校教育における児童生徒への情報モラル教育と併せて、地域・家庭における情報モラル教育

の啓発及び推進を図ります。 

 

（２）学校生活のサポートの充実 

① 相談員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーとの連携により、児童生徒の内面理解、

相談体制の充実を図り、一人ひとりに寄り添う環境づくりを進めるとともに、家庭・地域・関係機関

とも連携しながら、いじめや不登校、虐待といった問題の早期発見、早期対応に努めます。 

② 特別支援教育支援員やＳＩＦＡ日本語指導ボランティア会との連携により、障がい児や海外からの

来訪・帰国児の学校生活をサポートします。 

③ 奨学制度の充実と利用促進により、すべての子どもの教育機会を確保します。 

 

（３）学校環境の充実 

① 幼保小連携、小中高連携、大学連携、産学連携など、連結性のある教育、人材育成環境をつくり

ます。また、今後の学校の在り方について、多角的な視点から検討を進めます。 

② 子どもの健やかな成長と安全な教育環境の確保を図るとともに、教育能力を高める観点からの、

学校施設の充実や適切な配置の検討を進めます。 

③ 老朽化に伴う学校施設の改修、長寿命化など、教育環境の充実に努めます。 

 

（４）栄養バランスのとれた豊かな学校給食の提供 

① 栄養バランスに配慮した献立作成に努め、給食を通じて、地産地消や食育を推進します。 

② 学校給食の充実や安全・安心な提供体制のため、学校給食設備の整備を推進します。 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 教育振興に関する大綱、教育基本方針、子ども・子育て支援事業計画、 
公共施設等総合管理計画、同個別施設計画、学校施設長寿命化計画 
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基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

 

 

 

歴史文化の保全・継承、芸術文化の振興により、本市ならではの地域文化が創造されるまちを

目指します。 

 

 

 

１，３００年以上の歴史を持つ宇摩郡を基礎とする本市の歴史や文化、価値観を知ることは、歴史

や文化を大切に想う心を養うだけでなく、自分の足下（地域）、自分を知ることにつながります。決し

て古いことばかりを知ろうということではありません。人と人がつながり、育み、心豊かな将来を創造

することを目的に、各種の取組を実施しています。 

一方で、本市においても少子高齢化の影響から、文化財や伝統芸能の保存継承が困難な事例が

増えているほか、文化協会の活動やふれあい大学等のイベント利用者、博物館等の来館者も固定化

や減少の傾向が見られます。また、現代においては、文化の定義や個々人の文化活動の多様化にも

留意した取組が必要です。 

本市には、全国一の紙関連産業があり、水引や和紙等の「紙」の文化が根付いていることは最大

の強みです。書道パフォーマンス甲子園や紙のまち新春競書大会の発展は、本市の新しい歴史と文

化を創ってくれています。新たな地域文化の創造、交流人口の増加等、それぞれが単発的な事業実

施に陥ることなく、有機的なつながりを持った計画と実施を行うことが必要です。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

博物館等施設来館者数 ８，８０１人 １２，０００人 

書道パフォーマンス甲子園予選申込校数 １０２校 １５０校 

紙のまち新春競書大会参加者数 ３４６人 380人 

 
 

施策２３ 地域文化の継承と創造 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）歴史文化の保全と継承 

① 埋蔵文化財保護行政の適正な実施に努めるとともに、真鍋家住宅や宇摩向山古墳等の指定

文化財を中心に、市民参加型での歴史文化遺産の保護や環境整備を推進します。 

② 歴史資料の発見やその研究成果について、冊子の刊行や講座講演等を通じて、多様な市民

ニーズを汲み取り、積極的に地域への還元を図ります。 

③ 歴史考古博物館や暁雨館を中核施設として、展示に限らない総合的な学びの場と方法の提供

を推進します。特に、学校教育との連携を強化し、将来の人材育成に努めます。 

 

 

（２）芸術文化の振興と創造 

① 紙文化が本市の基盤にあることを念頭に置きながら、手漉き和紙や水引を活用した事業実施

に努めます。 

② 本市ならではの紙まつりや書道パフォーマンス甲子園、競書大会のブランド化を図り、全国的・

国際的な情報発信を推進します。 

③ 市民全体で文化芸術活動の振興を図るため、文化協会等の各種団体での社会教育活動を

基本としながら、文化振興計画等の立案により、効果的かつ持続可能な支援・促進事業の実

施を目指します。 

④ 市民文化ホールを中心に、市民文化祭の実施から多彩な分野で、かつ質の高い鑑賞機会の

提供に至るまで、多様な文化振興を図ることで、芸術文化が感じられるまちづくりを推進しま

す。 

 

 

 

主な取組 
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基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

 

 

 

生涯にわたる学習を通して、一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができる

まちづくりを目指します。 

 

 

 

生涯にわたる学習活動や社会教育活動は、一人ひとりの生きがいとともに、心豊かな社会づくり

の基盤ともなります。また「人生１００年時代」「超スマート社会（Society5.0）」に向けて社会が大き

な転換点を迎えるにあたり、生涯学習の重要性は一層高まっています。 

本市では、社会教育関係団体の支援や連携のもと、様々な学習機会の充実に努めるとともに、公

民館・交流センターでの各種講座開設や少年自然の家での体験活動など、市民の多様な学習要求

に対応した生涯学習活動を進めています。 

図書館施設については、指定管理者制度を導入した運営を行っており、資料の収集・整理や館内

の環境改善、各種イベントを開催し、施設の魅力づくりと利用者サービスの拡大に努めています。今

後においては、学校図書館との連携支援等も視野に入れた読書環境整備を進める必要があります。 

人口減少や高齢化をはじめとする急速な社会経済環境の変化や、取り組むべき課題の複雑化の

中にあって、住民の主体的な参加による持続可能な社会づくり、地域づくりに向けて、社会教育はこ

れまで以上にその役割を果たすことが期待されています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

公民館主催事業への参加者 ８０，０５９人 ８２，０００人 

図書館年間貸出利用者数 ９８，４９８人 １１０，０００人 

 
 

施策２４ 生涯学習による人づくり・まちづくり 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）生涯学習の環境づくり 

① 公民館や図書館などの生涯学習施設の整備や活用など、いつでも、どこでも、だれでも学べる

環境づくりを進めます。 

② ふれあい大学や生きがい講座など、文化施設や図書館などの各種講座や学習イベントを充実

するとともに、市民が身近な地域で学習活動に参加できるよう、地区公民館ごとに市民の学習

ニーズに応じた学習プログラムの充実を図ります。 

③ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、公民館情報をデジタル化し、講座内容の充

実に役立てるとともに、市民の利用を促進します。また、指導者の育成、学習相談機能の充実、

生涯学習グループの育成などを進め、市民の自主的な学習活動を支えていきます。 

 

 

（２）生涯学習による人づくり・まちづくりへの展開 

① 公民館等地域の「学びの場」である社会教育施設を拠点に、関係部局や関係機関が連携・

協働しつつ、地域の課題解決に向けた講座等の学習や地域活動の支援等が、活力ある地域

コミュニティの形成につながっていくように取り組みます。 

 

 

（３）読書活動の推進 

① 四国中央市こども読書活動推進計画に則り、こどもの読書活動を推進するための読書環境の

整備に努めます。 

② 集配本事業の拡大や電子図書館の導入を推進するなど、視聴資料や視聴環境を拡充し、市

民サービスの向上を図ります。 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 教育振興に関する大綱、教育基本方針、こども読書活動推進計画、 
公共施設等総合管理計画・同個別施設計画 



  
90 

 

  

基本方針５ 未来を拓く人を育むまちづくり 

 

 

 

誰もが運動・スポーツに親しみ、市民一人ひとりが健康で活き活きと暮らすことができるまちづ

くりを目指します。 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響により、スポーツ施設の休館や行事の中止等が相次ぎ、住民同士の交

流の場でもある地域スポーツの後退や個人の体力の低下、ストレスの増加といった心身の健康保持

への悪影響が懸念されます。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催によって高まったスポーツへの興味・関心に加えて、

コロナ禍における健康志向の高まりを踏まえ、幅広い年代の市民が多様なスポーツに触れる機会を

提供するとともに、安心してスポーツを楽しめる施設・設備の充実が求められています。 

少子高齢化が進む中、競技スポーツにおいては、競技人口の拡大や競技力の向上を図るため、競

技団体への支援や指導者の育成を継続して行っていく必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

週１回以上運動・スポーツを行っている成人の割合 ４０．４% ５０%以上 

市内スポーツ大会への参加者数  ６，６６１人 １１，０００人 

 
 

施策２５ スポーツの推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 



  
91 

 

  

    

   
 

 

 

 

 

（１）生涯スポーツの推進とスポーツに親しむきっかけづくり 

① 子どもから高齢者まで、年代やライフスタイルに応じてスポーツを楽しみ、取り組めるよう、教室

やイベントなどの充実を図ります。 

② 障がい者スポーツ活動を支援するとともに、施設のバリアフリー化等を進め、スポーツに参加し

やすい環境づくりを推進します。 

③ スポーツに親しむきっかけとなるような初心者向けの教室の開催や、スポーツ施設の情報提供

に努めます。 

④ 愛媛県プロスポーツ地域振興協議会等と連携し、プロスポーツの観戦機会の提供や支援に取

り組みます。 

⑤ スポーツを通じた世代間・地域間など、人的交流の促進による地域の活性化やまちづくりに取

り組みます。 

 

 

（２）競技スポーツの振興 

① スポーツ団体の組織充実・競技力向上のため、各団体等の支援に取り組みます。 

② 市スポーツ協会や関係団体等と連携し、指導者の専門性を高めるとともに、資質の向上を図る

機会の提供に努めます。 

 

 

（３）施設の利用促進と維持管理 

① 市民にとって身近で利用しやすい施設となるよう、ニーズの把握に努め、既存施設の充実を図

ります。 

② 利用者にとって使いやすい施設となるよう、維持修繕や運用の見直しに取り組みます。 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 教育振興に関する大綱、教育基本方針、スポーツ推進計画、 
公共施設等総合管理計画・同個別施設計画 
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施策２６  市民自治の促進 

施策２７  協働によるまちづくりの推進 

施策２８  健全な行財政運営の推進 

施策２９  ＩＣＴの利活用と親しまれる市役所づくり 

施策３０  シティプロモーション戦略の推進 

施策３１  人口減少・少子化対策の推進 

 

 

 

基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 
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基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

 

 

 

自分たちのまちを自分たちの意思と責任によって治める「市民自治」を促進し、各地域で取り組

む市民の自主的な活動により、様々な課題を解決していく持続可能なまちを目指します。 

 

 

 

まちづくりの主体は市民であり、その基盤となるのが地域コミュニティであることは言うまでもあり

ませんが、少子高齢化の進展や世代間での価値観の違い、ライフスタイルの多様化などが地域住民

同士の関わり方に影響を与え、コミュニティが希薄になっています。 

地域にある様々な課題を解決していくためには、地域コミュニティの活性化による地域力の強化と

ともに、女性の社会進出にみるような多様な人々の参画が重要であり、近年では、地域課題を解決し

ようと活動するボランティア団体やＮＰＯなどの設立が活発化しています。 

薄れゆく絆を地域に取り戻し、多様化・複雑化する地域課題の解決を図るため、本市のまちづくり

の最高規範である「四国中央市自治基本条例」に基づき、市民の自主的な活動を後押しする必要

があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

市役所での課長補佐以上職の女性比率 ２２．２％ ３０．０％ 

審議会等の女性委員登用率 28.7％ ３５．０％ 

地区コミュニティ計画の策定率 20％ 50％ 

国際交流等の各種行事参加数 4,319人 5,100人 

 

 

 

 

施策２６ 市民自治の促進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）多様な社会参加の促進 

① 市民一人ひとりが性別に関係なく個性を認め合い、男女（ひと）が輝けるまちづくりを進めます。 

② 女性の参画拡大を推進するため、市の政策・方針決定過程において、参画機会の確保に努め

ます。市役所においても女性職員の登用に積極的に取り組みます。 

③ 多文化共生のまちづくりに向けて、市民、関係団体、企業、地域コミュニティや教育機関と連携

を図ります。 

④ 国際化推進実行委員会を中心に、国際交流における各種団体等の連携を図るとともに、多文

化共生社会の実現に向けて、日本語の学習支援や災害への対応など、外国人にとっても暮らし

やすいまちづくりを市民と協働で進めます。 

 

 

（２）地域コミュニティの活性化 

① 各地域のコミュニティの形成を促進するため、地域コミュニティ基本計画に基づき、地区協議会

の設置の後押しや活動に対する人材面・財政面の支援を行います。 

② コミュニティ意識の醸成につながる講習会や体験学習の開催に努めます。また、地域に住む若

い世代の参画を促し、担い手として育つように支援します。 

 

 

（３）多様な市民活動の振興 

① ボランティア活動に関する様々な情報を積極的に提供し、市民や企業へのボランティア意識の

高揚を図り、活動の機会や活躍できる環境づくりを進めます。 

② ボランティア市民活動センターが中心となり、マッチング事業や人材育成事業に取り組むことで、

多様な団体等をつなぐ橋渡し役を担い、団体・企業・個人がボランティア活動に取り組みやすく、

発展的に続けられるようにサポートします。 

③ 市民活動団体やＮＰＯが主体となるまちづくり活動に対して、財政的な支援に加え、活動団体や

活動内容の見える化を図り、情報の発信と交流の促進に努めます。 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 自治基本条例、男女共同参画計画、地域コミュニティ基本計画、 
ボランティア市民活動推進計画、国際交流ビジョン 
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基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

 

 

 

市民の市政への参画を促進して、より多くの意見や要望を計画等に反映させることで、多様化

する市民ニーズに的確に対応できる市政運営を目指します。 

 

 

 

四国中央市自治基本条例は、「協働によるまちづくりを実現すること」を目的としており、「協働」と

は、市民、議会及び市が互いに尊重し、補完し合いながら同じ目的のために協力して活動することと

定義しています。 

協働によるまちづくりを進めるためには、市民が主体的に市政へ参画できる仕組みづくりが必要

であり、市はこれまでに、審議会等への参画、タウンコメント、住民投票について個別に条例化や運営

に関する指針の策定などに取り組んできましたが、市民の参画が増加しているとは言い難い状況で

す。 

原因として、情報が市民に行き届いていないことや若い世代の市政への参画が進んでいないこと

が挙げられることから、ＳＮＳなどを活用した効果的な宣伝広報を行う必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

ボランティア市民活動センター登録者数 ６，７０４人 ８，１００人 

審議会等への公募委員選任率 ７．７% １０．０% 

 

 

 

 

施策２７ 協働によるまちづくりの推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）様々な協働事業の充実 

① ＮＰＯ法人やボランティア団体、企業などの様々な団体が交流できる機会を創出することにより、

価値観と多様性を認め合い、それぞれの団体が持つノウハウを活用できる協働の実現を推進

します。 

② 地域で協働によるまちづくりを実施している団体や個人を市民に広く認知してもらい、今後さら

に協働の輪を拡大するために、表彰制度の創設を進めます。 

 

 

（２）情報の共有化と参画の推進 

① 市民のアイディアを市政に反映するため、各分野の計画を策定する審議会では、公募委員を積

極的に選任します。また、タウンコメント等による市民参画の機会の拡充を図ります。 

② より多くの市民に情報を届けるとともに、若い世代の市政への参画を促すため、ＳＮＳ等のツー

ルを活用した情報発信に努めます。 

③ 地域で実施しているコミュニティ活動など、市民の自主的な活動について情報提供を行うととも

に、地域のニーズと課題解決に導くノウハウを持った団体等のデータベース化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 自治基本条例、タウンコメント手続条例、審議会などの運営に関する指針、 
ボランティア市民活動推進計画 
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基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

 

 

 

効率的・効果的な行政運営と、健全な財政運営を推進し、市民が住みよいまちを目指します。 

 

 

 

自治体を取り巻く行財政環境は、新型コロナウイルス感染症や自然災害などにより、大きな社会

変容に応じた取り組みが求められています。誰もが安心して安全で、活力ある生活を送ることができ

るまちづくりを進めていくためには、「新しい生活様式」などの時代の転換点に対応した行財政運営

が必要です。 

本市では、人件費や経常経費の見直しを図るとともに、積極的なアウトソーシングや公共施設の

適正配置にも取り組み、体制のスリム化と効果的な行政運営に努めています。今後、累積した多額の

市債残高について、公債費と市債借入のバランスを注視しながら、市債残高の減少に努める必要が

あります。 

人口減少の進行や生活圏の広がりに伴い、派生する様々な行政需要へ対応するために、自治体

間連携の重要性が高まっていることから、今後、継続して県域・市域を超えた交流・連携により、共通

課題の解決に努める必要があります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

経常収支比率※ ８５．４％ ８５．０％ 

実質公債費比率※ ８．８％ ８．５％ 

財政調整基金残高※ ６３億円 ６３億円 

※国の財政政策が令和３（２０２１）年度と大きく変わらない場合の目標値 

※経常収支比率・実質公債費比率の現況値については、令和２年度決算に基づく数値を使用 

 

 

 

施策２８ 健全な行財政運営の推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）効率的・効果的な行財政運営 

① 職員の政策形成能力や問題解決能力、市民や団体間の調整力など、専門知識と能力を高め

る職員研修の充実と、自主研究グループなど職員の自己研鑽の機会拡充に努めます。 

② 適正な人員配置、行政課題に的確かつ柔軟に対応できる組織再編や部門横断的な連携シス

テムの強化など、機動力ある組織体制づくりを進めます。 

③ 財政の状況、税金の使い方など市民にわかりやすい情報提供に努めるとともに、ふるさと納税、

広告収入の拡充、さらには収納率の向上や債権管理の適正化、公共料金の適正化の検討を進

め、財源の安定確保を目指します。 

④ 統一的な基準に基づく財務書類等を活用し、事業の選択と集中を進めるとともに、適切なアウ

トソーシングや公共施設の管理運営のあり方など、社会変化への対応力を持った柔軟な発想と

判断による財政運営に努めます。 

 

 

（２）公共施設の適正配置と公有財産活用の推進 

① 公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の適正配置を推進し、安全性や機能性を高

めるとともに、市民サービスの向上や行財政の効率化を図ります。 

② 公有財産の適正管理、有効活用及び処分を推進します。 

 

 

（３）広域行政の推進 

① 三好市・観音寺市との県域を越えた交流事業や新居浜市・西条市との共同事業の充実を図る

とともに、広域的な行政ネットワークの形成と運用を進め、交流・連携による共通課題の解決に

取り組みます。 

② 県及び県内２０市町との連携推進を図り、相互の発展や行政の効率化を目指した施策連携強

化に取り組みます。 

③ 国・県からの権限移譲による自主・自立的な行政運営を広域的視野で推進し、本市の特徴を

生かした政策を展開します。 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： アウトソーシング計画、公共施設等総合管理計画、財政の中期見通し 
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基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

 

 

 

ＩＣＴ※の利活用を推進し、市民サービスの向上を図るとともに、市民と行政がより連携した情

報共有体制を構築し、親しまれる市役所づくりを目指します。 

※ＩＣＴとは、情報通信技術を表すＩＴに、コミュニケーションの概念を加えた言葉。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、市役所の手続きについては、可能な限り「非対面・非接

触」で完結することが望まれています。また、ライフスタイルが多様化する中で、２４時間どこでも可能

な手続や、簡易で負担の少ない手続が求められています。 

限られた人的資源の中で、多様化するニーズに応えていくためには、行政運営の簡素化・効率化

は優先的に検討すべき事項です。デジタル技術を活用した業務改革に取り組むことによって生じる

余力を、行政サービスのさらなる向上へ繋げることが求められています。 

情報端末の所有率は、年齢層が上がるとともに低くなっており、デジタル化の進展により高齢者が

情報弱者となりやすい傾向にあります。誰一人取り残さない社会の実現に向け、デジタル活用に不

安がある方も利便性を実感できるよう、支援を行う必要があります。 

広報広聴では、市報やＣＡＴＶ、ホームページのほか、ＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用し、情報の発信に努

めています。ＳＮＳについては利用者数が年々増加する一方で、利用するサービスについても日々変

化しています。そのため、ＳＮＳの活用にあたっては、情報の内容に合わせて対象者や利用するＳＮＳを

選択することはもちろん、市報やホームページ等との連携についても、戦略的に進めていく必要があ

ります。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

庁内のキャッシュレス決済利用率 ０．０％ ５０．０％ 

ホームページのアクセス件数（年間） 963,855件 2,000,000件 

 

 

 

 

施策２９ ＩＣＴの利活用と親しまれる市役所づくり 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）ＩＣＴを活用した市民サービスの向上 

① マイナンバーカードの利用促進に努めるとともに、窓口でのタブレット端末等による簡易な手続

や申請手続等のオンライン化により、市民の利便性の向上を図ります。 

② 市民の利便性向上や新型コロナウイルスなどの感染症対策の観点から、窓口や公共施設にお

いて、キャッシュレス決済の導入を進めます。 

③ ＡＩ・ＲＰＡ※を活用した業務改善に取り組み、業務改善によって生じる余力を生かし、行政サー

ビスの向上や施策の充実を図ります。 

④ 関係機関と連携したスマートフォン講習会の開催や、職員が窓口業務の一環として手続の支援

を行うなど、利用者目線で市民に優しいデジタル化を進めます。 

 

 

（２）市民との双方向による情報の受発信体制づくり 

① 進化する情報技術に合わせた情報提供体制への取組とともに、多言語化の検討や情報のバリ

アフリー化に努め、より市民に届きやすい情報提供体制を推進します。 

② 広報委員制度をはじめとする広報広聴機能の充実を図るため、市民からの提案や意見を受付

け、随時情報の提供を行うなど、相互のコミュニケーションと市政へ反映できるシステムづくりに

努めます。 

③ 掲載情報の充実や、市民の登場機会を増やすなど、市民目線による身近な広報づくりの推進を

図り、誰もが読みやすくてわかりやすい、「伝える」から「伝わる」広報紙への転換を図ります。 

④ ＳＮＳの活用を含めた広報戦略を見直し、効果的な情報の受発信体制の整備と運用に努めま

す。 

⑤ ＣＡＴＶのさらなる活用促進など、情報環境の整備と既存情報基盤の有効活用を進めます。 

 

※ＡＩとは、人工知能のこと。データに基づいた判断を行う機能。 
※ＲＰＡとは、パソコン上の定型作業等を自動化する技術。 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： 四国中央市DX推進計画 
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基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

 

 

 

市が持つ魅力の再定義、再認識を促し、市民相互のつながり強化を通じて、若年層の地域への

定着を図り、活力あふれる地域の創造を目指します。 

 

 

 

今日の日本では、人口減少及び少子高齢化等の人口問題が急速に進展しており、それに加え、

地方においては大都市圏への人口流出により、人口減少に追い打ちをかける状況となっています。

本市においても例外ではなく、このまま人口が減少していくと市民生活の活力の低下を招くばかりで

なく、地域経済や財政にも大きな影響を及ぼす深刻な問題となっていくことが予想されます。 

このことから、自治体として生き残るためには選ばれる市となり、定住・交流・関係人口の増加を図

る取組が必要であり、その方策の一つとしてシティプロモーション戦略の推進の重要性が高まってい

ます。 

本市は、交通利便性の高い四国のまんなかにあり、活気ある産業や継承されてきた伝統や文化、

山から海に至る豊かな自然など魅力ある地域資源を数多く有しています。この地域資源の中には、

他市にはないナンバーワンやオンリーワンのものが存在していますが、ブランドとして未確立であり、

市内外に向けて効果的な発信ができていないことが課題となっています。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

プロモーションサイトへの年間アクセス数 

（18-34歳） 
― 150,000件 

高等学校（市内３校）３年生の本市の他者推奨意向（プラス評価） ― ８０％ 

 

 

 

 

 

 

 

施策３０ シティプロモーション戦略の推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）市の魅力のブランド化 

① マーケティング調査を通じて、市の魅力に関するイメージ調査を実施・分析します。 

② 市民・企業と行政が協働で市の魅力について、新たな視点からブランド化を行います。 

③ ブランド化の際、キャッチコピー等を使用した一体感のあるプロモーション活動を行います。 

 

 

（２）若年層の定着・U ターンの促進及びコミュニティ形成 

① シビックプライド※を醸成するため、市民参加型のプロモーション活動を推進します。 

② 若年層の進学等による転出後のＵターンを促進するため、高校卒業までに市への愛着心を醸

成するための取組を推進します。 

③ 市民が自らの暮らし方を市民相互の交流を通じて、自由に決定し、時には創造することが出来

る環境を作るため、キャッチコピー等も活用しながら、市民自走型のコミュニティ形成を行いま

す。 

 

 

（３）市役所からの情報発信体制の強化 

① 庁内全職員がマーケティング視点を持ち、プロモーションと紐づけた事業推進を行うため、庁内

研修を実施します。また、職員一人ひとりが各々の立場で市の広告媒体となるよう、共通意識の

醸成を図ります。 

② デジタル時代の情報発信を効果的に行うため、庁内情報発信のルールを策定し、戦略的な情

報発信につなげます。 

 

※シビックプライドとは、自身が居住などする市に対して「誇り」や「愛着」を持ち、自らもこの市を形成している１人であ
るという認識を持つこと。 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

主な関連計画 ： シティプロモーション戦略 
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基本方針６ ともに築く持続可能なまちづくり 

 

 

 

若者の移住・定住の促進と未婚化・晩婚化への対応、四国中央市の子どもたちが将来住みたい

と思えるまちづくりを進め、未来を拓く人材が定着するまちを目指します。 

 

 

 

本市の人口は、平成２年（１９９０年）の９７，２１５人をピークに減少に転じ、令和２年（２０２０年）は

８２，７５４人と減少に歯止めがかからない状況となっています。 

人口減少の主たる要因は、進学・就職に伴う若者の都市部への流出と少子化であり、この状況が

続くと、地域コミュニティや産業における活力低下など、本市の社会・経済状況に悪影響を及ぼすお

それがあります。 

若者の移住・定住の促進と、少子化の一因である未婚・晩婚を包摂する積極的なアプローチを構

じる必要があります。 

令和３年に実施した高校生アンケートでは、約４割が「将来、四国中央市に住みたくない」または

「どちらかといえば住みたくない」と答えています。本市で育った子どもたちが「将来も四国中央市に

住みたい」と思えるまちづくりを推進していく必要があります。 

リモートワークなどの働き方の急速な変容により、地方への移住ニーズが高まる中、移住先として

選ばれるまちになるよう、積極的な情報発信や移住促進施策の充実が必要です。 

 

 

 

成果指標名 現況値（令和３年度） 目標値（令和９年度） 

婚姻組数 252 300 

移住者数（転入者含む） 177 250 

移住・定住ポータルサイト「四国まんなか生活」訪

問者数（月平均） 
１，７４３ ２，５００ 

 

 

 

 

 

施策３１ 人口減少・少子化対策の推進 

現況と課題 

成果指標と目標値 
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（１）出会いと結婚支援の推進 

① 結婚支援を行う専門機関やまちづくり団体などと連携し、結婚を希望する方への出会いの機会

の創出に努めます。 

② 経済的理由により結婚に踏み切れない若者への支援や結婚を応援する取組を検討します。 

 

 

（２）移住・定住の促進 

① 移住相談及び移住支援体制の充実を図ります。 

② 市内の空き家情報を集積し、移住希望者に情報提供できる仕組みを検討します。 

③ 若者と企業の交流活動を支援し、産官連携により、若者の UIJ ターンの促進を図ります。 

④ 本市での暮らしがイメージできるよう、情報発信を強化します。 

⑤ 市内で働く若者の定住・定着を図るため、交流会などを開催し、若者コミュニティの形成を支援

します。 

 

 

（３）住み続けたいまちづくり 

① 市内企業の見学、各種ワークショップなど、子どもたちがまちに誇りを持つことができる事業を実

施します。 

② 子どもたちが、高校卒業後に市外へ転出した後も、本市に再び戻ってきてもらう仕組みを検討し

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

主な取組 

主な関連計画 ： 子ども・子育て支援事業計画、シティプロモーション戦略 
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資料編 

P106～P140（仮） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第３表紙 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表紙 
（裏表紙） 


